
竹
島
は
な
ぜ
奪
わ
れ
続
け
る
の
か

下
條

正
男

竹
島
問
題
の
淵
源

一
九
五
四
年
九
月
以
来
、
韓
国
の
海
洋
警
備
隊
に
よ
っ
て
占
拠
さ

れ
続
け
て
い
る
竹
島
は
、
島
根
県
か
ら
約
二
一
一
キ
ロ
、
韓
国
か
ら

は
約
二
一
五
キ
ロ
に
位
置
す
る
絶
海
の
孤
島
で
あ
る
。
一
七
世
紀
末

ま
で
は
欝
陵
島
と
と
も
に
日
本
領
と
し
て
認
識
さ
れ
、
一
九
〇
五
年

一
月
の
閣
議
決
定
を
経
て
島
根
県
に
編
入
さ
れ
た
。
江
戸
時
代
に
は

現
在
の
竹
島
が
松
島
と
呼
ば
れ
、
竹
島
は
、
欝
陵
島
の
呼
称
で
あ
っ

た
。
今
日
、
そ
の
竹
島
と
松
島
の
呼
称
が
入
れ
替
わ
っ
た
こ
と
が
、

竹
島
問
題
の
解
決
を
難
し
く
す
る
原
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

欝
陵
島
が
松
島
と
な
り
、
江
戸
時
代
に
松
島
と
呼
ば
れ
て
い
た
無

人
島
が
竹
島
と
命
名
さ
れ
た
の
は
、
一
八
四
〇
年
、
シ
ー
ボ
ル
ト
の

｢

日
本
全
図

(

１)｣

で
、
実
在
し
な
い
ア
ル
ゴ
ノ
ー
ト
島
に
誤
っ
て
竹
島

と
表
記
が
な
さ
れ
、
欝
陵
島

(

ダ
ジ
ュ
レ
ー
ト
島)

が
松
島
と
記
載
さ

れ
た
こ
と
に
よ
る
。
韓
国
側
で
は
こ
の
事
実
を
無
視
す
る
た
め
、
シ
ー

ボ
ル
ト
の

｢

日
本
全
図｣

に
依
拠
し
て
制
作
さ
れ
た
地
図
や
海
図
に

は
ア
ル
ゴ
ノ
ー
ト
島

(

竹
島)

と
ダ
ジ
ュ
レ
ー
ト
島

(

松
島)

が
描
か

れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
今
日
の
欝
陵
島
と
竹
島
と
解

釈
す
る
と
い
っ
た
誤
謬
を
、
犯
し
続
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

問
題
は
一
八
七
七
年
、
明
治
政
府
が
島
根
県
か
ら
竹
島
と
松
島
を

島
根
県
に
編
入
す
る
の
か
判
断
を
求
め
ら
れ
、
そ
れ
を
太
政
官
指
令

に
よ
っ
て

｢

竹
島
外
一
島
の
儀
、
本
邦
関
係
こ
れ
無
し｣

と
し
て
、

日
本
領
と
は
関
係
が
な
い
と
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
こ
の
時
、
島
根

県
で
は
江
戸
時
代
の
呼
称
に
従
い
欝
陵
島
を
磯
竹
島

(

竹
島)

と
し
、

竹
島
を
松
島
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
明
治
政
府
は
、
シ
ー
ボ
ル
ト
の

竹島はなぜ奪われ続けるのか��
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集
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｢
日
本
全
図｣

を
踏
襲
し
た
地
図
お
よ
び
海
図
を
参
考
に
し
た
た
め
、

｢
外
一
島｣

に
当
た
る
松
島
を
欝
陵
島
と
し
、
島
根
県
の
地
理
的
理

解
と
は
齟
齬
が
あ
っ
た
。

そ
れ
を
韓
国
側
は
、
松
島
を
江
戸
時
代
以
来
の
竹
島
と
見
な
し
、

明
治
政
府
は
欝
陵
島
と
松
島

(

現
、
竹
島)

を
韓
国
領
と
認
め
た
と
解

釈
し
て
、
日
露
戦
争
中
の
一
九
〇
五
年
、
竹
島
を
日
本
領
に
編
入
し

た
の
は
侵
略
行
為
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

だ
が
日
韓
の
係
争
の
地
で
あ
る
竹
島
が
海
図
等
に
描
か
れ
る
よ
う

に
な
る
の
は
、
一
八
四
九
年
、
フ
ラ
ン
ス
の
捕
鯨
船
リ
ア
ン
ク
ー
ル

号
が
同
島
を
発
見
し
、
リ
ア
ン
ク
ー
ル
岩
礁
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
当
時
の
海
図
等

(

２)

で
は
一
時
、
実
在
し
な

い
ア
ル
ゴ
ノ
ー
ト
島
と
松
島

(

欝
陵
島)

と
と
も
に
、
リ
ア
ン
ク
ー

ル
岩
礁
が
描
か
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

日
本
政
府
は
一
九
〇
五
年
一
月
、
そ
の
無
人
島
の
リ
ア
ン
ク
ー
ル

岩
礁
を

｢

無
主
の
地｣

と
し
、
国
際
法
に
基
づ
い
て
日
本
領
に
編
入

し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
本
来
の
呼
称
の
松
島
と
は
せ
ず
、
竹
島

と
命
名
し
た
。
そ
れ
は
す
で
に
明
治
一
四
年

(

一
八
八
一
年)

、
欝
陵

島
が
松
島

(

３)

と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
竹
島

(

リ
ア
ン
ク
ー
ル
岩
礁)

を
め
ぐ
っ
て
、
日
韓
が
争
う
こ

と
に
な
る
の
は
一
九
五
二
年
一
月
一
八
日
、
韓
国
政
府
が
公
海
上
に

｢

李
承
晩
ラ
イ
ン｣

を
設
定
し
、
竹
島
を
韓
国
領
と
し
た
こ
と
に
よ

る
。
当
時
、
太
平
洋
戦
争
に
敗
れ
た
日
本
は
連
合
国
軍
の
占
領
下
に

置
か
れ
、
竹
島
も
ま
た
一
九
四
六
年
一
月
二
九
日
、｢

連
合
軍
最
高

司
令
部
訓
令
第
六
七
七
号｣

に
よ
り
、
日
本
の
施
政
権
が
及
ば
な
い

地
域
に
含
め
ら
れ
て
い
た
。

だ
が

｢

連
合
軍
最
高
司
令
部
訓
令
第
六
七
七
号｣

の
第
六
条
で
は
、

｢

こ
の
指
令
中
の
条
項
は
何
れ
も
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
第
八
条
に
あ

る
小
島
嶼
の
最
終
決
定
に
関
す
る
連
合
国
側
の
政
策
を
示
す
も
の
と

解
釈
し
て
は
な
ら
な
い｣

と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
敗
戦
国

日
本
が
国
際
社
会
に
復
帰
す
る
こ
と
に
な
る

｢

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

講
和
条
約｣

の
最
終
案
で
は
、
竹
島
は
朝
鮮
の
領
土
か
ら
削
除
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
一
九
五
一
年
夏
、
講
和
条
約
の
最
終
案
で
、
竹
島
が
朝
鮮

領
か
ら
外
さ
れ
た
事
実
を
知
っ
た
韓
国
政
府
は
、
歴
史
家
の
崔
南
善

に
竹
島
の
来
歴
を
諮
問
し
て
い
る
。
そ
の
時
、
竹
島
は
歴
史
的
に
韓

国
領
と
す
る
崔
南
善
の
見
解

(

４)

を
尊
重
し
た
韓
国
の
李
承
晩
大
統
領
は
、

講
和
条
約
が
発
効
す
る
四
月
二
八
日
を
前
に

｢

李
承
晩
ラ
イ
ン｣

を

宣
言
し
、
一
方
的
に
韓
国
領
と
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
、
韓
国
側
が
竹
島
に
固
執
し
た
背
景
の
一
つ
に
、
一
九
五

二
年
二
月
か
ら
始
ま
る
日
韓
の
国
交
正
常
化
交
渉
の
本
会
談
が
あ
っ

た
。
朝
鮮
半
島
は
一
九
一
〇
年
に
日
本
に
併
合
さ
れ
、
日
本
の
敗
戦

に
よ
っ
て
独
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
交
渉
に
臨
む
韓
国
側
に

は
不
安
材
料
が
あ
っ
た
。
朝
鮮
半
島
に
は
日
本
側
が
残
し
た
莫
大
な

日
本
側
資
産

(
５)
が
あ
り
、
日
本
国
内
に
は
数
万
と
も
、
数
十
万
と
も
い
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わ
れ
る
朝
鮮
半
島
か
ら
の
密
入
国
者
が
い
た
か
ら
だ
。
韓
国
政
府
と

し
て
は
、
日
韓
の
国
交
が
正
常
化
し
、
巨
額
の
日
本
資
産
が
国
外
に

持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
を
嫌
っ
た
。
さ
ら
に
朝
鮮
半
島
は
朝
鮮
戦
争
の

最
中
で
、
密
入
国
者
達
の
帰
国
を
望
ん
で
い
な
か
っ
た
。
韓
国
政
府

に
は
、
日
本
政
府
に
対
し
、
財
産
請
求
権
の
放
棄
と
在
日
の
法
的
地

位
を
認
め
さ
せ
る
外
交
カ
ー
ド
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
も

講
和
条
約
が
発
効
し
、
日
本
が
国
際
社
会
で
発
言
権
を
強
め
る
前
に
、

日
本
政
府
を
牽
制
で
き
る
カ
ー
ド
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
外
交

カ
ー
ド
と
な
っ
た
の
が
、
竹
島
を
含
め
た

｢

李
承
晩
ラ
イ
ン｣

で
あ

る
。
韓
国
側
は
公
海
上
に

｢

李
承
晩
ラ
イ
ン｣

を
設
定
す
る
と
、
一

九
五
三
年
一
二
月
一
二
日
に
は

｢

漁
業
資
源
保
護
法｣

を
制
定
し
て
、

日
本
人
漁
船
員
を
拿
捕
抑
留
す
る
法
的
根
拠
と
し
た
。｢

李
承
晩
ラ

イ
ン｣

を
犯
し
た
者
は
三
年
以
下
の
懲
役
、
禁
錮
ま
た
は
五
〇
万
ウ
ォ

ン
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
、
漁
船
・
漁
具
等
は
没
収
さ
れ
た
。
日

韓
が
国
交
正
常
化
を
す
る
一
九
六
五
年
ま
で
に
、
三
〇
〇
〇
名
近
く

が
拿
捕
抑
留
さ
れ
四
四
名
が
命
を
失
っ
た

(

６)

。

｢

李
承
晩
ラ
イ
ン｣

は
韓
国
の
領
海
で
は
な
く
、
公
海
上
に
設
定

さ
れ
た
が
、
韓
国
側
は
抑
留
さ
れ
た
漁
船
員
の
解
放
を
求
め
る
日
本

政
府
に
対
し
て
、
朝
鮮
半
島
に
残
し
て
き
た
日
本
側
資
産
の

｢

財
産

請
求
権｣

の
放
棄
と
、
今
日
の
外
国
人
参
政
権
問
題
に
も
繋
が
る
在

日
韓
国
人
の

｢

法
的
地
位｣

を
求
め
た
の
で
あ
る
。
一
九
六
五
年
六

月
二
二
日
、
日
韓
両
国
は

｢

日
韓
基
本
条
約｣

を
締
結
し
、
日
本
側

は

｢

財
産
請
求
権｣

を
放
棄
し
て
、
在
日
の

｢

法
的
地
位｣

を
認
め

る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
時
に

｢

日
韓
漁
業
協
定｣

を
締
結
し
て
、

｢

李
承
晩
ラ
イ
ン｣

も
消
滅
し
た
。
だ
が
日
本
漁
船
は
、
不
法
占
拠

さ
れ
た
ま
ま
の
竹
島
周
辺
に
近
づ
く
こ
と
も
で
き
ず
、
竹
島
問
題
だ

け
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
一
九
五
三
年
四
月
、
韓
国
の
民
間
人
が
竹
島
に
上
陸
し
た

こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
こ
れ
に
続
き
韓
国
政
府
は
、
竹
島
に
国
土
標

識
を
立
て
て
灯
台
を
設
置

(

７)

し
、
九
月
に
は
海
洋
警
備
隊
を
常
駐
さ
せ

る
な
ど
の
強
硬
手
段
を
と
っ
た
。
こ
れ
に
日
本
政
府
は
一
九
五
四
年

九
月
二
五
日
、
国
際
司
法
裁
判
所
へ
の
提
訴
を
韓
国
政
府
に
提
案
し

た
の
で
あ
る
。

し
か
し
韓
国
政
府
は
同
年
一
〇
月
二
八
日
、
国
際
司
法
裁
判
所
へ

の
提
訴
を
拒
否
し
た
。
そ
の
際
、
外
務
部
長
官
の
卞
栄
泰
は
声
明
を

発
表
し
、｢

竹
島
は
日
本
の
韓
国
侵
略
の
最
初
の
犠
牲
物
だ｣

。｢

日

本
が
独
島
を
奪
取
し
よ
う
と
企
む
こ
と
は
、
韓
国
の
再
侵
略
を
意
味

す
る｣

と
す
る
歴
史
認
識
を
示
し
た
。
そ
の
後
、
こ
の
歴
史
認
識
は
、

日
韓
の
歴
史
問
題
に
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
く
こ
と

(

８)

に
な
る
の
で
あ

る
。
韓
国
側
で
は
こ
の
歴
史
認
識
に
依
拠
し
て
、
日
本
側
に

｢

過
去

の
清
算｣

を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
竹
島
は
、

歴
史
的
に
も
国
際
法
上
も
日
本
の
領
土
で
あ
る
。
韓
国
側
が
い
か
に

歴
史
を
捏
造
し
、
日
本
を
侵
略
国
家
と
非
難
す
る
な
ど
詭
弁
を
弄
し

て
も
、
韓
国
側
が
竹
島
を
侵
奪
し
た
と
い
う
歴
史
事
実
を
隠
蔽
す
る

竹島はなぜ奪われ続けるのか��



こ
と
は
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
が
膠
着
状
態
に
あ
っ
た
竹
島
問
題
に
も
、
転
機
が
訪
れ
た
。

一
九
九
四
年
、
国
連
の

｢

海
洋
法
条
約｣

が
発
効
し
、
日
韓
は
排
他

的
経
済
水
域
の
中
間
線
を
画
定
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
か
ら
だ
。
そ

こ
で
韓
国
政
府
は
一
九
九
六
年
二
月
、
竹
島
に
接
岸
施
設
の
建
設
を

始
め
、
不
法
占
拠
の
正
当
化
を
謀
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

日
本
政
府
は
抗
議
し
た
が
、
韓
国
内
の
反
日
感
情
が
高
ま
る
と
、
竹

島
問
題
の
解
決
を
棚
上
げ
に
し
た
ま
ま
新
し
い

｢

日
韓
漁
業
協
定｣

を
締
結
し
、
中
間
線
を
画
定
で
き
ず
に

｢

暫
定
水
域｣

を
設
定
し
た

の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の

｢

暫
定
水
域｣

内
で
の
共
同
漁
労
も
、
韓
国
漁
船
に

よ
る
違
法
漁
労
と
乱
獲
に
よ
り
、
日
本
側
の
被
害
は
甚
大
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
島
根
県
議
会
が

｢

竹
島
の
日｣

条
例
を
制
定
し
、
日
本
政
府

に
領
土
権
の
確
立
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
だ
が
日
本
政
府
は
、
条
例

の
制
定
に
も
無
関
心
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
は
対
照
的
だ
っ
た
の
が
韓

国
政
府
で
あ
る
。
韓
国
の
盧
武
鉉
大
統
領

(

当
時)

は
竹
島
問
題
を

専
門
に
研
究
す
る
国
策
機
関
を
設
置
す
る
と
、
日
本
の
再
侵
略
を
強

調
す
る
た
め
の
対
外
広
報
戦
略
に
乗
り
出
し
、
続
く
李
明
博
大
統
領

も
そ
の
戦
略
を
継
承
し
て
い
る

(

９)

。

韓
国
側
の
動
き
と
日
本
の
現
実

だ
が
近
年
、
韓
国
の
政
府
機
関
に
よ
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
は
国
際
社

会
に
も
浸
透
し
、
竹
島
問
題
は
確
実
に
新
た
な
局
面
を
迎
え
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
出
来
事
が
二
〇
一
〇
年
九
月
七
日
、

尖
閣
諸
島
近
海
で
発
生
し
た
。
中
国
漁
船
が
日
本
の
領
海
内
で
海
上

保
安
庁
の
巡
視
船
に
故
意
に
追
突
す
る
と
い
う
漁
船
衝
突
事
件
が
起

こ
る
と
、
一
一
月
一
日
に
は
ロ
シ
ア
の
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
が

北
方
領
土
の
国
後
島
を
電
撃
訪
問
す
る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
領
土
問
題

を
未
解
決
の
ま
ま
に
放
置
し
て
き
た
日
本
は
、
た
ち
ま
ち
四
面
楚
歌

の
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
今
回
、
衝
突
事
件
に
よ
っ
て
表
面
化
し
た
尖
閣
諸
島
を
め
ぐ

る
日
中
の
確
執
と
、
ロ
シ
ア
の
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
に
よ
る
国

後
島
訪
問
は
、
あ
る
程
度
、
予
測
が
で
き
た
。
尖
閣
問
題
に
関
し
て

は
、
衝
突
事
件
が
発
生
す
る
以
前
か
ら
中
国
の
ネ
ッ
ト
上
で
も
話
題

(

�)

と
な
っ
て
お
り
、
ロ
シ
ア
の
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
の
国
後
島
訪

問
も
、
九
月
中
旬
、
私
が

｢

ビ
ザ
な
し
交
流｣

で
国
後
島
に
渡
っ
た

際
に
は

｢

プ
ー
チ
ン
首
相
か
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
が
近
々
、
国

後
島
を
訪
問
す
る｣

と
い
っ
た
噂
が
流
布
し
て
い
た
か
ら
だ
。

だ
が
敗
戦
直
後
の
日
本
が
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
北
方
領
土
問

題

(

千
島
列
島
と
南
樺
太
を
含
む)

と
竹
島
問
題
に
続
き
、
一
九
七
〇
年
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代
か
ら
起
こ
っ
た
尖
閣
問
題
は
、
日
本
が
国
家
と
し
て
自
立
で
き
る

か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
戦
後
の
日

本
外
交
は
、
国
家
主
権
が
侵
さ
れ
続
け
る
と
い
っ
た
異
常
事
態
に
は

目
を
背
け
、
大
多
数
の
国
民
も
ま
た
安
閑
と
日
々
を
送
っ
て
き
た
。

そ
の
結
果
、
わ
れ
わ
れ
は
い
つ
の
間
に
か
日
本
に
と
っ
て
何
が
問
題

な
の
か
、
問
題
の
本
質
ま
で
も
見
失
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
二
〇
〇
五
年
三
月
一
六
日
、
島
根
県
議
会
が

｢

竹
島
の

日｣

条
例
を
制
定
し
、
竹
島
に
対
す
る
領
土
権
の
確
立
を
求
め
た
時

か
ら
、
日
本
の
領
土
問
題
は
動
き
始
め
た
。
日
韓
の
間
に
領
土
問
題

は
存
在
し
な
い
と
嘯
い
て
き
た
韓
国
側
で
は
、
盧
武
鉉
大
統
領

(

当

時)

自
ら
が
先
頭
に
立
ち
、
外
交
通
商
相
の
潘
基
文
氏

(

現
、
国
連
事

務
総
長)

も
竹
島
問
題
は

｢

日
韓
関
係
よ
り
も
上
位
概
念｣

と
し
て
、

竹
島
問
題
に
積
極
的
に
か
か
わ
っ
て
き
た
か
ら
だ
。

そ
れ
も
韓
国
政
府
は
、｢

竹
島
の
日｣

条
例
が
成
立
す
る
一
週
間

前
の
三
月
九
日
、
竹
島
問
題
と
歴
史
教
科
書
に
関
連
す
る
大
統
領
直

属
の

｢

東
北
ア
ジ
ア
の
平
和
の
た
め
の
正
し
い
歴
史
定
立
企
画
団｣

設
立
の
準
備
を
始
め
、
四
月
二
〇
日
に
は
、
大
統
領
政
策
室
長
の
金

秉
準
氏
を
団
長
に
任
命
し
、
活
動
を
始
め
た
。
さ
ら
に
韓
国
側
が
二

〇
〇
六
年
六
月
、
ド
イ
ツ
で
開
催
さ
れ
る
国
際
水
路
機
関
の
会
議
で

竹
島
周
辺
の
海
底
地
名
を
韓
国
式
に
改
め
よ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
、

同
年
四
月
、
日
韓
が
日
本
海
で
対
峙
し
、
一
触
即
発
の
状
況
と
な
っ

た
。
す
る
と
韓
国
政
府
は
そ
の
九
月
、
同
企
画
団
を

｢

東
北
ア
ジ
ア

歴
史
財
団｣

と
改
組
し
、
大
幅
に
戦
略
を
立
て
直
し
た
の
で
あ
る
。

｢

東
北
ア
ジ
ア
歴
史
財
団｣

で
は
竹
島
問
題
を
含
め
、
日
本
海
呼
称

問
題
・
歴
史
教
科
書
問
題
・
慰
安
婦
問
題
・
靖
国
神
社
問
題
・
東
北

工
程

(

高
句
麗
史
問
題)

・
白
頭
山
問
題
の
七
つ
を
戦
略
的
テ
ー
マ
と

す
る
と
、
そ
れ
ら
歴
史
問
題
を
仲
立
ち
と
し
て
内
外
の
市
民
団
体
や

研
究
者
と
連
携
し
、
日
本
の
右
傾
化
や
日
本
の
侵
略
的
性
向
を
指
弾

し
始
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
竹
島
問
題
で
攻
勢
を
か
け
る
日
本
側

の
動
き
を
牽
制
す
る
こ
と
が
、
目
的
で
あ
っ
た
。
事
実
、
盧
武
鉉
大

統
領
は

｢

東
北
ア
ジ
ア
歴
史
財
団｣

の
発
足
に
際
し
て
も
、
そ
れ
ら

歴
史
問
題
を

｢

侵
略
の
証
拠｣

と
し
、
日
本
に

｢

過
去
の
反
省｣

を

求
め
る
こ
と
で
、
竹
島
問
題
の
封
印
を
謀
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

だ
が
竹
島
問
題
は
、｢

東
北
ア
ジ
ア
歴
史
財
団｣

が
掲
げ
た
歴
史

問
題
と
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
く
、
そ
の
歴
史
研
究
も
歴
史
的
な
裏

付
を
欠
い
て
い
た

(

�)

。
そ
れ
を
敢
え
て
竹
島
問
題
に
結
び
つ
け
て
き
た

と
こ
ろ
に
、
歴
史
認
識
に
よ
っ
て
竹
島
問
題
を
捉
え
る
韓
国
側
の
限

界
と
脆
弱
性
が
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
政
府
は
慰
安
婦
問

題
や
日
本
海
呼
称
問
題
が
表
面
化
し
て
も
、
適
切
な
外
交
的
措
置
を

採
る
こ
と
な
く
、
事
態
を
悪
化
さ
せ
て
い
る

(

�)

。

現
に

｢

東
北
ア
ジ
ア
歴
史
財
団｣

に
よ
る
国
際
世
論
工
作
は
、
潘

基
文
氏
が
国
連
事
務
総
長
を
務
め
る
国
連
等
を
舞
台
に
展
開
さ
れ
、

虚
偽
の
歴
史
が
歴
史
の
事
実
と
し
て
、
国
際
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ

始
め
て
い
る
。
国
連
の
地
名
標
準
化
会
議
を
舞
台
に
、
日
本
海
の
中

竹島はなぜ奪われ続けるのか��



に
独
島

(

竹
島)

が
あ
る
の
は
日
本
の
領
海
内
に
あ
る
よ
う
で
不
適

切
だ
と
し
、
日
本
海
を
韓
国
の
呼
称
で
あ
る
東
海
に
改
め
よ
う
と
す

る

｢

日
本
海
呼
称
問
題｣

は
、
そ
の
典
型
と
言
え
る
。
韓
国
側
で
は

今
日
、
東
海
で
は
な
く
日
本
海
の
呼
称
が
使
わ
れ
る
の
は
、
一
九
二

九
年
、
国
際
水
路
局
が
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

『

大
洋
と
海
の
境
界』

を
制

作
す
る
際
、
朝
鮮
半
島
は
日
本
の
植
民
統
治
下
に
あ
り
、
二
〇
〇
〇

年
前
か
ら
使
用
さ
れ
て
き
た
東
海
の
正
当
性
を
主
張
で
き
な
か
っ
た

と
主
張
し
て
い
る
。
そ
こ
で
過
去
の
歴
史
を
清
算
し
、
韓
国
側
の
呼

称
で
あ
る
東
海
の
使
用
を
国
際
社
会
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
竹
島
の
不
法
占
拠
を
続
け
る
韓
国
側
が
、
そ
の
正
当
性
を
主

張
す
る
た
め
に
選
ん
だ
日
本
海
呼
称
問
題
は
、
竹
島
問
題
と
は
ま
っ

た
く
関
係
が
な
い
ば
か
り
か
、
東
海
と
す
る
根
拠
そ
の
も
の
も
文
献

が
読
め
て
い
な
い
た
め
か
、
虚
偽
の
解
釈
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た

(

�)

。

竹
島
が
歴
史
的
に
韓
国
領
で
な
か
っ
た
事
実
は
、
す
で
に
第
一
期
の

島
根
県
竹
島
問
題
研
究
会
が
ま
と
め
た

｢

中
間
報
告
書｣
や

｢

最
終

報
告
書｣

で
明
ら
か
に
し
た
が
、
そ
の
竹
島
問
題
に
、
何
ら
関
係
の

な
い
歴
史
問
題
を
結
び
つ
け
る
の
は
、
日
本
が
韓
国
領
の
竹
島
を
侵

略
し
た
と
す
る
外
務
部
長
官
卞
栄
泰
の
歴
史
認
識
に
よ
っ
て
、
竹
島

問
題
を
論
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
領
土
問
題
を
論
ず
る
際
は
、
韓

国
側
が
論
拠
と
す
る
よ
う
な
後
世
か
ら
見
た
歴
史
認
識
で
は
な
く
、

歴
史
の
事
実
こ
そ
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
竹
島
は
韓
国

領
で
あ
る
と
い
っ
た
固
定
観
念
で
史
料
や
文
献
を
解
釈
す
る
限
り
、

竹
島
問
題
の
解
決
は
望
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
は
島
根
県
議
会
が

｢

竹
島
の
日｣

条
例
を
制
定
し
、
韓
国
側

が
竹
島
問
題
を
歴
史
認
識
問
題
と
し
た
時
点
で
、
領
土
問
題
に
対
す

る
日
韓
の
立
ち
位
置
が
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
で
、
領
土
問
題
に
対
す
る
日
韓
の
立
脚
点
の
違
い
を
考
慮
す

る
こ
と
な
く
、
感
情
的
に
竹
島
問
題
と
対
峙
す
れ
ば
、
民
族
感
情
を

煽
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
不
毛
の
感
情
的
対
立
を
助
長
し
、

日
本
と
の
領
土
問
題
に
歴
史
認
識
問
題
で
対
処
し
よ
う
と
し
た
の
が

盧
武
鉉
大
統
領
政
権
下
の
韓
国
側
で
、
そ
れ
は
基
本
的
に
李
明
博
大

統
領
時
代
と
な
っ
て
も
変
わ
り
が
な
い
。
韓
国
側
は
、｢

過
去
の
侵

略
を
正
す｣

と
い
う
歴
史
認
識
に
依
拠
し
、
日
本
の

｢

過
去｣

を
問

題
に
す
る
こ
と
で
竹
島
問
題
に
対
処
し
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
れ
に
対

し
日
本
政
府
は
、
韓
国
政
府
が
ど
の
よ
う
な
外
交
戦
術
を
と
ろ
う
と

無
頓
着
で
あ
っ
た
。

一
方
、
島
根
県
議
会
が
二
〇
〇
五
年
三
月
、｢

竹
島
の
日｣

条
例

を
制
定
し
、
竹
島
の
領
土
権
確
立
を
求
め
た
の
は
、｢

無
主
の
地｣

竹
島
の
島
根
県
編
入
一
〇
〇
年
を
記
念
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が

｢

竹
島
の
日｣

条
例
の
制
定
と
前
後
し
て
、
国
際
社
会
を
舞
台
に
慰

安
婦
問
題
や
日
本
海
の
呼
称
が
問
題
と
さ
れ
て
も
、
日
本
政
府
に
と
っ

て
の
二
〇
〇
五
年
は
、
日
韓
が
一
九
六
五
年
六
月
に
国
交
正
常
化
を

し
、｢
日
韓
基
本
条
約｣

が
締
結
さ
れ
て
四
〇
周
年
の
節
目
で
し
か

な
か
っ
た
。
日
本
政
府
は
こ
の
時
、
領
土
問
題
の
解
決
よ
り
も
、
日
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韓
両
国
政
府
が
共
同
で
実
施
す
る

｢

日
韓
友
情
の
年｣

の
記
念
行
事

の
円
滑
な
遂
行
を
優
先
し
た
の
で
あ
る
。

戦
後
の
日
本
は
、
領
土
問
題
に
限
ら
ず
、
北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
な
ど
、
国
家
主
権
が
侵
さ
れ
続
け
て
も
外
交
摩
擦
を
忌
避
し
、
そ

の
場
し
の
ぎ
の
彌
縫
策
で
問
題
の
先
送
り
を
し
て
き
た
。
国
家
主
権

が
侵
さ
れ
続
け
る
現
状
で
、
外
交
摩
擦
を
嫌
忌
す
る
感
覚
が
ど
こ
に

由
来
す
る
の
か
、
理
解
に
苦
し
む
も
の
が
あ
る
。

二
〇
〇
五
年
三
月
の

｢
竹
島
の
日｣

条
例
の
成
立
を
機
に
、
韓
国

側
が
対
抗
措
置
を
と
り
、
海
底
地
形
の
名
称
に
関
す
る
国
際
会
議
で
、

竹
島
周
辺
の
海
底
地
名
を
韓
国
側
の
表
記
に
書
き
換
え
よ
う
と
す
る

動
き
に
出
た
。
こ
の
事
態
に
対
し
、
日
本
の
海
上
保
安
庁
は
二
〇
〇

六
年
四
月
、
測
量
船
を
鳥
取
県
境
港
沖
に
派
遣
し
た
が
、
韓
国
側
も

朝
鮮
半
島
東
岸
に
艦
艇
二
〇
隻
余
を
集
結
さ
せ
、
一
時
に
軍
事
的
緊

張
が
高
ま
っ
た
。

だ
が
こ
の
時
も
、
日
本
政
府
は
海
上
保
安
庁
の
測
量
船
に
よ
る
測

量
を
中
止

(

�)

さ
せ
、
竹
島
問
題
解
決
の
糸
口
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。

そ
の
直
後
の
五
月
三
日
、
民
主
党
幹
事
長

(

当
時)

の
鳩
山
由
紀

夫
氏
は
、
韓
国
ソ
ウ
ル
で
国
務
総
理
の
韓
明
淑
女
史
を
訪
ね
て
い
た
。

韓
国
政
府
の
国
政
ブ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ
に
よ
る
と
、
そ
の
時
の
鳩
山
由

紀
夫
氏
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
民
主
党
の
鳩
山
由
紀
夫
幹

事
長
は
三
日
、
竹
島
問
題
に
関
連
し
、｢

韓
国
国
民
が
日
本
か
ら
再

び
侵
略
を
受
け
る
と
の
考
え
を
起
こ
し
た
の
は
、
日
本
外
交
の
失
敗｣

と
語
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
韓
明
淑
国
務
総
理
と
の
会
談
の
席
で
、

鳩
山
幹
事
長
が

｢

最
近
、
日
本
は
ア
ジ
ア
外
交
が
う
ま
く
い
っ
て
お

ら
ず
、
近
隣
の
国
民
か
ら
相
当
な
反
発
を
招
来
し
て
い
る
な
ど
、
難

し
い
局
面
に
直
面
し
て
い
る｣

と
の
認
識
を
示
し
、｢

過
去
の
歴
史

に
対
す
る
誤
っ
た
認
識
は
、
結
果
的
に
は
日
本
全
体
の
国
益
を
損
失

す
る
こ
と
に
な
る｣

と
語
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

こ
の
時
、
鳩
山
幹
事
長
が

｢

近
隣
の
国
民
か
ら
相
当
な
反
発
を
招

来
し
て
い
る｣

と
し
た
の
は
、
韓
明
淑
国
務
総
理
か
ら
、｢

盧
武
鉉

大
統
領
の
特
別
談
話
は
、
竹
島
問
題
が
領
有
権
問
題
だ
け
で
な
く
、

日
本
の
誤
っ
た
歴
史
認
識
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
も
の
で
、

こ
れ
を
日
本
政
府
と
国
民
た
ち
に
悟
ら
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た｣

と
説
明
さ
れ
、
さ
ら
に

｢

日
本
側
の
歴
史
教
科
書
歪
曲
、
靖
国
神
社

参
拝
の
強
行
、
独
島
問
題
な
ど
、
最
近
の
両
国
関
係
に
緊
張
を
醸
成

し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
強
く
遺
憾
の
意
を
表
明｣

さ
れ
た
た
め

と
い
う
。

こ
れ
に
対
し
て
鳩
山
幹
事
長
は
、｢

す
べ
て
の
領
土
問
題
は
根
本

的
に
歴
史
か
ら
始
ま
る｣

｢

日
本
側
が
歴
史
的
事
実
を
よ
り
正
確
に

理
解
す
る
よ
う
、
努
力
す
る
必
要
が
あ
る｣

と
、
共
感
を
示
し
た
。

だ
が
島
根
県
議
会
が

｢

竹
島
の
日｣

条
例
を
制
定
し
、
半
世
紀
近

く
も
埋
も
れ
て
い
た
竹
島
問
題
が
日
韓
の
領
土
問
題
と
し
て
認
識
さ

れ
た
こ
と
が
、
な
ぜ
日
本
外
交
の
失
敗
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
確

竹島はなぜ奪われ続けるのか��



か
に

｢

竹
島
の
日｣

条
例
が
成
立
す
る
と
、
外
務
省
高
官
も

｢

実
効

的
に
は
何
の
意
味
の
な
い
こ
と
を
県
民
感
情
だ
け
で
決
め
る
の
は
、

率
直
に
言
っ
て
い
か
が
な
も
の
か
と
思
う｣

と
不
満
を
述
べ
た
。
だ

が
そ
の
一
方
で
、
日
韓
双
方
の
主
張
を
併
記
し
て
い
た
外
務
省
の
竹

島
関
連
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
、｢

竹
島
は
日
本
の
固
有
領
土｣

で

｢

韓
国
が
不
法
占
拠｣
し
て
い
る
と
書
き
換
え
ら
れ
、
今
日
の
日
本

政
府
の
見
解
を
補
強
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
島
根
県
議
会
を
批
判
し

た
反
面
で
、
外
務
省
は

｢
竹
島
の
日｣

条
例
の
制
定
を
機
に
、
自
ら

の
外
交
姿
勢
を
表
明
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
こ
の
外
務
省
の
竹
島
関
連
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

書
き
換
え
に
よ
り
、
二
〇
〇
六
年
度
版
の
地
理
と
公
民
の
教
科
書
に

竹
島
問
題
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
従
来
の
竹
島
問

題
の
現
状
か
ら
見
れ
ば
、
大
き
な
前
進
と
言
え
た
。
北
方
領
土
問
題

と
比
べ
る
と
竹
島
問
題
に
対
す
る
国
民
の
関
心
は
薄
く
、｢

北
方
領

土
の
日｣

が
一
九
八
一
年
、
閣
議
了
解
さ
れ
た
の
と
は
違
い
、
竹
島

問
題
は
忘
れ
ら
れ
た
存
在
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
日
本
側
の
変
化
に
対
し
、
韓
国
側
で
は
竹
島
問
題
が
記
述
さ

れ
る
二
〇
〇
六
年
度
版
の
地
理
と
公
民
の
教
科
書
を
歪
曲
教
科
書
と

決
め
つ
け
、
猛
反
発
し
た
。
こ
の
時
の
反
日
騒
動
が
、
ソ
ウ
ル
駐
在

の
中
国
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
中
国
国
内
に
伝
え
ら
れ
る
と
、
中
国
各

地
で
は
俄
に
反
日
感
情
が
高
ま
り
、
日
本
の
歴
史
歪
曲
と
し
て
、
あ

の
大
規
模
な
反
日
暴
動
を
誘
発
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
小
泉
純
一
郎
首
相

(

当
時)

に
よ
る
靖
国
神
社
参
拝
が
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
中
国
側
の
反
日
感
情
は
一
挙
に
燃
え
上
が
っ

た
。
鳩
山
幹
事
長

(

当
時)

が
二
〇
〇
六
年
五
月
、｢

最
近
、
日
本
は

ア
ジ
ア
外
交
が
う
ま
く
い
っ
て
お
ら
ず｣

と
韓
明
淑
国
務
総
理
に
発

言
し
た
の
は
、
中
国
各
地
で
反
日
暴
動
が
起
こ
り
、
韓
国
側
が
竹
島

周
辺
の
海
底
地
名
を
韓
国
流
に
書
き
換
え
よ
う
と
し
て
、
騒
然
と
し

て
い
た
頃
の
こ
と
で
あ
る
。

だ
が
竹
島
は
、
歴
史
的
に
韓
国
領
で
あ
っ
た
事
実
は
な
く
、
韓
国

側
に
よ
っ
て
不
法
占
拠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
最
中
、
野
党

と
は
言
え
、
日
本
の
国
会
議
員
が
係
争
中
の
問
題
に
対
し
、
相
手
国

の
歴
史
認
識
を
鵜
呑
み
に
し
て
の
発
言
は
軽
薄
で
あ
る
。
そ
れ
は
い

み
じ
く
も
鳩
山
幹
事
長

(

当
時)

が
韓
明
淑
国
務
総
理
に
語
っ
た
と

お
り
、｢

過
去
の
歴
史
に
対
す
る
誤
っ
た
認
識
は
、
結
果
的
に
は
日

本
全
体
の
国
益
を
損
失
す
る
こ
と
に
な
る｣

か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

事
実
、
日
本
は
竹
島
問
題
を
放
置
し
た
こ
と
で
、
国
益
を
大
き
く

損
ね
た
。
竹
島
問
題
の
顕
在
化
と
前
後
し
て
、
韓
国
で
は
日
本
の
国

連
の
安
全
保
障
理
事
会
の
常
任
理
事
国
入
り
が
問
題
と
さ
れ
、
そ
れ

を
阻
止
す
る
動
き
が
活
発
と
な
っ
た
か
ら
だ
。
問
題
は
、
そ
の
韓
国

側
の
動
き
に
中
国
側
が
同
調
し
、
日
本
の
安
保
理
の
常
任
理
事
国
入

り
を
反
対
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
日
本
は

｢

過
去
を
反

省
し
て
い
な
い｣

の
で
、
そ
の

｢

資
格
が
な
い｣

で
あ
っ
た
。
日
本

政
府
は
、
竹
島
問
題
に
積
極
的
に
か
か
わ
る
こ
と
で
外
交
摩
擦
が
生
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ず
る
こ
と
を
恐
れ
、
主
張
す
べ
き
時
に
も
沈
黙
し
た
。
そ
の
た
め
放

置
し
た
竹
島
問
題
に
よ
っ
て
膨
脹
し
た
歴
史
認
識
を
根
拠
に
、
日
本

の
国
連
安
保
理
の
常
任
理
事
国
入
り
が
阻
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
状
況
を
注
意
深
く
観
察
し
て
い
た
の
が
ロ
シ
ア
で
あ
る
。
ロ

シ
ア
の
ガ
ル
ー
ジ
ン
駐
日
公
使
は
二
〇
〇
五
年
六
月
、｢

ソ
連
の
対

日
参
戦
は
ソ
連
の
正
義
の
戦
い
で
あ
っ
た｣

と
述
べ
、｢

ソ
連
軍
に

よ
る
北
方
領
土
占
領
に
つ
い
て
、
日
本
軍
国
主
義
の
侵
略
行
為
の
帰

結

(

�)｣

と
し
、
北
方
領
土
の
占
拠
を
正
当
化
す
る
な
ど
、
強
硬
姿
勢
に

転
じ
て
い
る
。
韓
国
政
府
が
日
本
を
侵
略
国
家
と
し
て
指
弾
し
、
竹

島
問
題
で
は
日
本
側
の
動
き
を
牽
制
し
て
い
る
と
見
た
ロ
シ
ア
は
、

そ
の
後
、
韓
国
流
の

｢

歴
史
認
識｣

を
自
ら
の
外
交
カ
ー
ド
と
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
日
本
を
侵
略
国
家
と
す
る

｢

歴
史
認
識｣
カ
ー
ド
は
、
中
国

で
も
活
用

(

�)

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二
〇
一
〇
年
九
月
七
日
、
尖
閣

諸
島
付
近
で
の
中
国
漁
船
と
日
本
の
海
上
保
安
庁
の
巡
視
船
の
衝
突

事
件
で
も
中
国
当
局
に
利
用
さ
れ
、
香
港
の
週
刊
誌

『

亜
洲
週
刊』

(

九
月
二
六
日
号)

は
、｢

韓
国
に
学
ぶ｣

と
題
し
た
特
集
を
組
ん
だ
。

そ
の
中
で

｢

日
本
か
ら
韓
国
が
独
島
を
奪
還
し
た
貴
重
な
経
験
を
学

べ
ば
釣
魚
島
回
復
も
夢
で
な
い｣

と
し
、
尖
閣
問
題
で
は
実
力
行
使

が
有
効
と
の
主
張
も
な
さ
れ
た
。

中
国
側
が
竹
島
問
題
に
注
目
し
た
の
は
、
日
本
領
で
あ
っ
た
竹
島

を
韓
国
が
占
拠
し
、
現
在
で
は
安
定
的
に
支
配
を
続
け
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
具
体
的
に
は
一
九
五
三
年
、
韓
国
の
欝
陵
島
の
島
民
が
独

島
義
勇
守
備
隊
を
結
成
し
て
竹
島
に
上
陸
し
、
日
本
の
海
上
保
安
庁

の
巡
視
船
を
銃
撃
す
る
と
い
っ
た
事
件
を
経
て
、
翌
年
九
月
に
は
韓

国
の
海
洋
警
備
隊
に
引
き
継
が
れ
、
以
後
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
日

本
側
が
適
切
な
対
抗
措
置
を
と
っ
て
い
な
い
現
実
を
重
視
し
た
の
で

あ
る
。

そ
こ
で
中
国
も
民
間
人
を
尖
閣
諸
島
に
上
陸
さ
せ
、
韓
国
が
竹
島

を
占
拠
し
た
方
法
に
倣
っ
て
日
本
側
に
抵
抗
す
れ
ば
、
日
本
か
ら
尖

閣
諸
島
を
奪
取
で
き
る
と
い
っ
た
主
張
を
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。
中

国
側
が
こ
れ
だ
け
強
硬
な
主
張
を
す
る
の
は
、
韓
国
と
同
様
、
尖
閣

諸
島
は
歴
史
的
に
中
国
の

｢

固
有
の
領
土｣

で
あ
っ
た
と
認
識
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
尖
閣
諸
島
は
、
明
代
か
ら
中
国
領
土
で
、
台
湾
の
一
部
で
あ
っ

た
と
す
る
中
国
側
の
歴
史
認
識
に
は
根
拠
が
な
い
。
こ
れ
は
後
述
す

る
よ
う
に
、
尖
閣
諸
島
は
一
度
も
中
国
領
土
と
な
っ
た
事
実
が
な
い

か
ら
で
あ
る
。
た
だ
尖
閣
諸
島
が
日
本
領
と
な
っ
た
の
が
日
清
戦
争

最
中
の
一
八
九
五
年
一
月
一
四
日
。
こ
れ
は
日
露
戦
争
中
の
一
九
〇

五
年
一
月
、｢

無
主
の
地｣

で
あ
っ
た
竹
島
が
日
本
領
に
編
入
さ
れ

た
の
と
経
緯
が
酷
似
す
る
。
竹
島
も
尖
閣
諸
島
も
戦
時
下
で
日
本
領

に
編
入
さ
れ
、｢

無
主
の
地｣

を
日
本
が
先
占
し
た
と
い
う
共
通
性

の
た
め
、
日
本
に
よ
る
侵
略
と
い
っ
た
歴
史
認
識
に
結
び
つ
き
や
す

い
の
で
あ
る
。
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こ
の
点
で
、
日
本
側
は
国
際
法
を
盾
に
領
有
権
を
主
張
す
る
だ
け

で
な
く
、
歴
史
事
実
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
竹
島
問
題

や
尖
閣
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
中
韓
の
歴
史
認
識
を
論
破
す
べ
く
、

論
争
を
挑
む
必
要
が
あ
る
か
ら
だ
。
だ
が
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
外
交

摩
擦
を
忌
避
す
る
態
度
で
は
、
竹
島
問
題
や
尖
閣
問
題
は
解
決
し
な

い
。
そ
の
意
味
か
ら
も
竹
島
問
題
は
、
新
た
な
局
面
を
迎
え
た
と
言

え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
が
抱
え
る
領
土
問
題
は
、
相
手
国
が

い
ず
れ
も
国
際
法
よ
り
も
自
ら
の
歴
史
認
識
に
依
拠
し
、
係
争
地
の

領
有
権
を
主
張
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

竹
島
問
題
か
ら
尖
閣
問
題
へ

尖
閣
問
題
に
つ
い
て
言
え
ば
、
尖
閣
諸
島
は
一
八
九
五
年
以
来
、

日
本
の
領
土
で
あ
っ
た
。
そ
の
尖
閣
諸
島
を
め
ぐ
っ
て
帰
属
問
題
が

浮
上
す
る
の
は
一
九
七
〇
年
代
、
国
連
ア
ジ
ア
極
東
経
済
委
員
会
の

協
力
で
東
シ
ナ
海
一
帯
の
海
底
調
査
が
な
さ
れ
、｢

東
シ
ナ
海
の
大

陸
棚
に
は
、
石
油
資
源
が
埋
蔵
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る｣

と
指

摘
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
最
初
に
尖
閣
諸
島
の
領
有
権
を
主
張
し
た

の
は
中
華
民
国

(

台
湾)

で
、
一
九
七
一
年
六
月
一
一
日
、
外
交
部

に
よ
っ
て
領
有
権
が
主
張
さ
れ
、
中
華
人
民
共
和
国

(

中
国)

は
一

二
月
三
〇
日
、
中
華
民
国
と
同
様
、
外
交
部
声
明
に
よ
っ
て
領
有
権

を
主
張
し
て
い
る
。

台
湾
お
よ
び
中
国
政
府
が
尖
閣
諸
島
を
自
国
領

(

�)

と
す
る
の
は
、
琉

球
国

(

現
在
の
沖
縄
県)

が
明
や
清
の
冊
封
を
受
け
て
い
た
時
代
、
中

国
の
冊
封
使
が
琉
球
国
に
渡
る
際
に
尖
閣
諸
島
を
航
路
の
目
印
と
し

て
い
た
こ
と
か
ら
、
早
く
か
ら
尖
閣
諸
島
を
中
国
領
と
し
て
認
識
し

て
い
た
、
と
い
う
理
由
に
よ
る
。
さ
ら
に
清
朝
の
徐
葆
光
が
著
し
た

『

中
山
伝
信
録』

で
は
、
尖
閣
諸
島
を
琉
球
三
六
島
に
含
め
て
い
な

い
こ
と
も
根
拠
と
な
っ
た
。
琉
球
領

(

現
、
沖
縄
県)

で
な
か
っ
た
以

上
、
尖
閣
諸
島
は
、
台
湾
の
一
部
で
あ
っ
た
と
す
る
の
が
、
台
湾
と

中
国
の
主
張
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
日
本
政
府
は
、
竹
島
問
題
と
同
様
、
尖
閣
諸
島
は

｢

日
本
の
固
有
領
土｣

と
繰
り
返
す
の
み
で
、
中
国
側
の
歴
史
認
識

を
問
題
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
が
現
実
に
、
中
国
側
は
歴
史

的
に
中
国
の
領
土
で
あ
っ
た
と
し
、
日
本
に
よ
る
尖
閣
諸
島
領
有
を

帝
国
主
義
的
侵
略
行
為
と
す
る
な
ど
、
そ
の
歴
史
理
解
に
は
大
き
な

隔
た
り
が
あ
る
。
こ
の
溝
を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
領
土

問
題
の
解
決
は
覚
束
な
い
。
国
際
法
的
に
日
本
の
主
張
が
正
し
い
と

し
、
そ
の
正
当
性
を
叫
ん
で
も
、
国
際
法
よ
り
も
自
ら
の
歴
史
認
識

を
尊
重
す
る
中
国
側
は
、
納
得
し
な
い
か
ら
だ
。

こ
れ
は
韓
国
側
の
領
土
問
題
に
対
す
る
認
識
と
も
、
軌
を
一
に
す

る
。｢
竹
島
の
日｣

条
例
が
制
定
さ
れ
、
竹
島
問
題
が
日
韓
の
懸
案

と
な
っ
た
当
初
、
韓
国
で
は
日
本
側
の
研
究
動
向
に
関
心
を
示
し
て

い
た
。
だ
が
最
近
は
ま
っ
た
く
そ
の
動
き
が
な
く
な
っ
た
。
韓
国
側
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で
は
、
竹
島
問
題
を
日
本
の
領
土
的
野
心
や
右
傾
化
の
結
果
と
捉
え
、

自
ら
の
歴
史
認
識
に
よ
っ
て
対
外
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
専
念
し
て
い

る
か
ら
だ
。

中
国
と
の
尖
閣
問
題
も
こ
れ
と
同
じ
状
況
に
あ
る
。
近
年
、
中
国

漁
船
が
尖
閣
諸
島
付
近
の
日
本
側
領
海
で
平
然
と
漁
労
活
動
を
続
け

る
の
も
、
領
土
問
題
を
蔑
ろ
に
し
て
来
た
日
本
政
府
に
対
す
る
侮
り

と
、
尖
閣
諸
島
は
中
国
の
領
土
で
あ
る
と
す
る
歴
史
認
識
が
蔓
延
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
時
、
中
国
側
の
強
硬
路
線
の
モ
デ
ル
と

な
っ
た
の
が
、
半
世
紀
以
上
も
竹
島
を
不
法
占
拠
し
続
け
、
政
府
機

関
の

｢

東
北
ア
ジ
ア
歴
史
財
団｣

を
通
じ
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
余
念

の
な
い
韓
国
の
対
日
政
策
な
の
で
あ
る
。

こ
の
九
月
七
日
、
日
本
の
海
上
保
安
庁
の
巡
視
船
に
中
国
漁
船
が

衝
突
し
、
公
務
執
行
妨
害
の
容
疑
で
船
長
が
逮
捕
さ
れ
て
も
、
中
国

側
が
追
突
行
為
を
正
当
化
す
る
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。
中
国
側
に
は
、

日
本
と
竹
島
問
題
を
争
う
韓
国
側
と
同
質
の
歴
史
認
識
が
あ
る
か
ら

だ
。
韓
国
側
で
は
竹
島
は
六
世
紀

(

�)

か
ら
韓
国
領
で
あ
っ
た
と
し
、
そ

れ
が
日
露
戦
争
の
際
、
日
本
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
認
識

し
て
い
る
。
尖
閣
諸
島
に
対
す
る
中
国
側
の
歴
史
認
識
も
こ
れ
に
近

く
、
中
国
側
で
は
一
八
九
五
年
一
月
、
日
清
戦
争
の
最
中
、
日
本
に

侵
奪
さ
れ
た
と
し
て
き
た
。

そ
れ
が

｢

竹
島
の
日｣

条
例
を
き
っ
か
け
に
、
韓
国
と
中
国
で
反

日
感
情
が
高
ま
る
中
で
、
竹
島
と
尖
閣
諸
島
は
、
い
ず
れ
も
軍
国
主

義
国
家
日
本
が
日
清
・
日
露
戦
争
を
機
に
侵
略
し
た
と
す
る
歴
史
認

識
が
台
頭
し
、
日
本
を
批
判
す
る
論
理
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
日
本
政
府
は
、
竹
島
問
題
と
尖
閣
問
題
が
浮
上
し
て
も
、

｢

歴
史
的
に
も
国
際
法
上
も
日
本
の
固
有
領
土｣

と
繰
り
返
す
だ
け

で
あ
っ
た
。
こ
れ
で
は
歴
史
認
識
を
重
視
す
る
韓
国
や
中
国
側
は
承

服
す
る
は
ず
は
な
く
、
反
発
は
感
情
的
に
な
る
だ
け
で
あ
る
。
摩
擦

を
嫌
う
日
本
政
府
が
、
領
土
問
題
を
解
決
で
き
な
い
理
由
が
こ
こ
に

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
国
際
法
で
は
な
く
、
歴
史
認
識
で
理
論
武
装
し
て
く

る
韓
国
や
中
国
に
対
処
す
る
に
は
、
何
よ
り
も
侵
略
と
す
る
歴
史
認

識
を
覆
す
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
当
然
、
外
交
摩
擦
を
覚
悟
し
、

歴
史
の
事
実
を
伝
え
る
努
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。

そ
の
観
点
で
尖
閣
問
題
を
見
る
と
、
問
題
は
中
国
の
歴
史
認
識
に

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
歴
史
の
事
実
と
し
て
、
明
代
の
台
湾
は

｢

東
蕃
地｣

と
さ
れ
、
台
湾
に
は
中
国
の
統
治
が
及
ん
で
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

清
朝
が
台
湾
府
を
設
置
し
た
康
煕
二
三

(

一
六
八
四)

年
の
時
点
で
も
、

統
治
の
範
囲
は
台
湾
の
南
西
部
に
限
ら
れ
て
い
る
。
清
朝
の
勢
力
が

台
湾
の
北
端
に
ま
で
伸
張
す
る
の
は
、
彰
化
縣
と
淡
水
縣
が
設
置
さ

れ
た
雍
正
元

(

一
七
二
三)

年
で
あ
る
。
だ
が
淡
水
縣
の
北
限
は

｢

鶏

籠
城
界｣

(

現
在
の
基
隆
市)

と
さ
れ
、
そ
れ
は
同
治
一
〇

(

一
八
七
一)

年
刊
の

『
淡
水
庁
誌』

に
よ
っ
て
確
認
が
で
き
る
が
、
そ
の
時
で
も

台
湾
の
右
半
分
に
は
清
朝
の
統
治
が
及
ん
で
い
な
か
っ
た
。
清
朝
が

竹島はなぜ奪われ続けるのか��



台
湾
府
の
北
限
を

｢

鶏
籠
城
界｣

と
す
る
の
は
、
�
毓
英
の

『

台
湾

府
志』
や
高
拱
乾
等
の

『

台
湾
府
志』

(

康
煕
三
五
年
刊
・
一
六
九
六
年)

を
踏
襲
す
る
も
の
で
、
尖
閣
諸
島
が
台
湾
府
の
行
政
区
域
外
に
あ
っ

た
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
事
実
、『

基
隆
市
志』

(

一
九
五
四
年
刊)

に

よ
る
と
、
台
湾
と
尖
閣
諸
島
の
間
に
点
在
す
る
基
隆
島
・
彭
佳
島
・

棉
花
島
・
花
瓶
島
が
基
隆
市
に
編
入
さ
れ
る
の
は
光
緒
三
一

(

一
九

〇
五)

年
で
あ
る
。
こ
の
外
に
も
、
尖
閣
諸
島
が
中
国
領
で
な
か
っ

た
事
実
は
、『

欽
定
古
今
図
書
集
成』

(

一
七
二
八
年
刊)

の

｢

台
湾
府

疆
域
図｣

や
乾
隆
帝
の
勅
命
で
編
纂
さ
れ
た
地
理
書
の

『

大
清
一
統

志』
(

一
七
四
四
年
刊)

等
で
確
認
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
中
国
側
の
文
献
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
尖
閣
諸
島
は
歴
史

的
に
一
度
も
中
国
の
領
土
と
な
っ
た
事
実
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
を
中
国
側
は
、
歴
史
的
に
尖
閣
諸
島
は
中
国
固
有
の

領
土
で
あ
っ
た
と
し
、
日
本
に
よ
る
尖
閣
諸
島
の
領
土
編
入
を
帝
国

主
義
的
侵
略
行
為
と
批
判
し
て
き
た
。
こ
の
中
国
側
の
論
理
は
、
韓

国
側
が
竹
島
問
題
で
示
す
歴
史
認
識
に
近
い
。
そ
の
意
味
で
日
本
が

抱
え
る
近
隣
諸
国
と
の
領
土
問
題
は
、
本
質
的
に
同
じ
も
の
と
言
え

る
。だ

が
こ
の
状
況
は
、
近
隣
諸
国
と
の
摩
擦
を
嫌
い
、
日
本
が
沈
黙

を
守
っ
て
い
ら
れ
る
段
階
で
は
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
国
家

と
し
て
の
日
本
が
反
論
し
な
い
限
り
、
日
本
に
対
す
る
誤
っ
た
歴
史

認
識
が
国
際
社
会
を
被
い
、
日
本
の
国
益
が
大
き
く
損
な
わ
れ
る
か

ら
だ
。
竹
島
問
題
を
は
じ
め
日
本
の
領
土
問
題
は
、
も
は
や
避
け
て

は
通
れ
な
い
と
こ
ろ
に
ま
で
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
面
楚
歌
の
中
の
日
本

事
実
、
領
土
問
題
の
解
決
に
消
極
的
で
あ
っ
た
日
本
政
府
の
弱
点

を
見
透
か
し
た
事
件
が
、
一
一
月
一
日
の
ロ
シ
ア
の
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ

フ
大
統
領
に
よ
る
国
後
島
訪
問
と
、
そ
れ
に
続
い
た
ロ
シ
ア
高
官
た

ち
の
北
方
領
土
詣
で
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
ロ
シ
ア
単
独
の
行
動
と

は
言
え
な
い
も
の
が
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
九
月
二
七
日
、
訪
中
し
た

メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
が
、
胡
錦
濤
国
家
主
席
と
と
も
に

｢

第
二

次
大
戦
終
戦
六
五
周
年
を
記
念
す
る
共
同
声
明｣

を
発
表
し
、｢

中

露
は
第
二
次
大
戦
の
歴
史
の
歪
曲
、
ナ
チ
ス
や
軍
国
主
義
分
子
と
そ

の
共
犯
者
の
美
化
、
解
放
者
を
矮
小
化
す
る
た
く
ら
み
を
断
固
と
し

て
非
難
す
る｣

と
す
る
以
前
か
ら
、
中
ロ
は
連
携
の
姿
勢

(

�)

を
示
し
て

い
た
か
ら
だ
。
そ
れ
も
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
は
、
同
年
七
月
、

日
本
が
降
伏
文
書
に
調
印
し
た
一
九
四
五
年
九
月
二
日
を

｢

大
戦
戦

勝
記
念
日｣

と
す
る
法
案
に
署
名
し
、
九
月
二
日
に
開
催
さ
れ
た
戦

勝
記
念
の
式
典
で
は
、
ロ
シ
ア
の
ミ
ロ
ノ
フ
上
院
議
長
が

｢

ソ
連
軍

は
中
国
東
北
部

(

満
州)

や
北
朝
鮮
、
南
サ
ハ
リ
ン

(

南
樺
太)

、
ク

リ
ル
諸
島

(

千
島
列
島
と
北
方
領
土)

を
解
放
し
た｣

と
発
言
す
る
な

ど
、
ロ
シ
ア
側
の
歴
史
認
識
が
示
さ
れ
て
い
た
。
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だ
が
北
方
領
土
を
ソ
連
軍
が
解
放
し
た
と
す
る
歴
史
認
識
は
、
歴

史
の
事
実
に
基
づ
い
て
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
歴
史
の
歪
曲
を

断
行
し
た
の
は
、｢

竹
島
の
日｣

条
例
の
成
立
以
後
、
韓
国
や
中
国

国
内
に
反
日
感
情
が
高
ま
り
、
日
本
を
侵
略
国
家
と
す
る
歴
史
認
識

が
韓
国
・
中
国
・
ロ
シ
ア
で
共
有
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
は
日
本
の
領
土
問
題
が
新
た
な
局
面
を
迎
え
た
証
で
あ
る
。

北
方
領
土

(

千
島
列
島
と
南
樺
太
を
含
む)

・
尖
閣
諸
島
・
竹
島
は
、
歴

史
的
に
も
日
本
の
領
土
で
あ
る
。
問
題
は
、
日
本
に
は
こ
れ
ま
で
そ

の
事
実
を
伝
え
る
見
識
と
、
そ
れ
を
支
え
る
研
究
機
関
が
存
在
し
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。｢

竹
島
の
日｣
条
例
以
来
、
中
国
や
ロ
シ
ア

は
韓
国
の
妄
動
に
釣
ら
れ
、
盲
従
し
た
。
今
が
領
土
問
題
を
解
決
す

る
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。
巷
間
言
わ
れ
る
よ
う
に
四
面
楚
歌
ど
こ
ろ
か
、

｢

漁
夫
の
利｣

を
求
め
て
集
ま
っ
た
烏
合
の
衆
を
、
一
網
打
尽
に
す

る
好
機
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
そ
の
領
土
問
題
で
、
日
韓
の
間
に
領
土
問
題
は
存
在
し

な
い
と
し
た
韓
国
政
府
が
、
島
根
県
の
取
り
組
み
に
危
機
感
を
抱
き
、

『

日
本
は
独
島
を
こ
の
よ
う
に
侵
奪
し
た』

(

二
〇
〇
五
年)

、『

独
島
領

有
権
確
立
の
た
め
の
研
究』

(

二
〇
〇
六
年)

、
英
語
版

『

竹
島
＝
独
島

論
争』

(

二
〇
〇
九
年)

等
を
刊
行
し
て
、
論
駁
の
標
的
を
数
多
く
残

し
て
く
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
追
随
し
た
の
が
北
方
領
土
を
不
法
占
拠
す
る
ロ
シ
ア
と
、

尖
閣
諸
島
を
虎
視
眈
々
と
狙
う
中
国
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
と
中
国
で
は
、

韓
国
流
の
歴
史
認
識
に
便
乗
し
て
、
自
ら
の
侵
略
的
性
向
を
露
呈
し

た
。
こ
れ
は
日
本
に
と
っ
て
、
核
や
軍
事
力
を
借
り
ず
に
、
領
土
問

題
を
解
決
し
て
い
く
手
段
を
得
た
こ
と
に
な
る
。
韓
国
側
が
残
し
た

標
的
を
一
つ
一
つ
潰
し
な
が
ら
、
韓
国
側
が
い
か
に
国
際
社
会
を
欺

瞞
し
続
け
て
き
た
の
か
、
そ
の
誤
っ
た
歴
史
認
識
を
糺
し
て
行
く
こ

と
で
、
ロ
シ
ア
や
中
国
の
動
き
を
も
牽
制
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
そ
の
作
業
は
、
一
地
方
自
治
体
の
島
根
県
が
な
す
べ
き
こ
と

で
は
な
い
。
外
交
摩
擦
を
避
け
て
き
た
日
本
が
、
国
家
的
事
業
と
し

て
推
進
す
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
。
竹
島
問
題
が
新
た
な
局
面
を

迎
え
た
と
は
、
こ
の
こ
と
を
言
う
。

竹
島
問
題
を
め
ぐ
る
日
本
の
現
状

ロ
シ
ア
や
中
国
ま
で
が
領
土
問
題
に
関
心
を
持
っ
た
今
、
そ
れ
は

き
わ
め
て
現
実
的
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
五
年
六
月
に
発

足
し
た
島
根
県
の
竹
島
問
題
研
究
会
は
、
日
韓
の
論
点
整
理
を
し
た

第
一
期
の

｢

中
間
報
告
書｣

と

｢

最
終
報
告
書｣

を
ま
と
め
、
竹
島

の
領
有
権
を
主
張
す
る
韓
国
側
の
論
拠
に
は
、
歴
史
的
根
拠
が
な
い

事
実
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
た
め
島
根
県
竹
島
問
題
研
究
会
が
ま

と
め
た

｢

最
終
報
告
書｣

は
、
二
〇
〇
八
年
二
月
の
外
務
省
に
よ
る

小
冊
子

｢
竹
島
問
題
を
理
解
す
る
た
め
の
一
〇
の
ポ
イ
ン
ト｣

の
発

刊
に
繋
が
り
、
同
年
七
月
の
文
部
科
学
省
に
よ
る
中
学
校
学
習
指
導

竹島はなぜ奪われ続けるのか��



要
領
の
解
説
書
に
、
竹
島
問
題
が
記
載
さ
れ
る
契
機
と
な
る
な
ど
、

日
本
政
府
内
部
に
も
動
き
が
出
て
い
る
か
ら
だ
。

こ
の
島
根
県
竹
島
問
題
研
究
会
の

｢

最
終
報
告
書｣

に
対
し
て
は
、

韓
国
の
政
府
機
関
で
あ
る
東
北
ア
ジ
ア
歴
史
財
団
と
韓
国
海
洋
水
産

開
発
院
、
嶺
南
大
学
校
独
島
研
究
所
等
か
ら
の
反
論
が
な
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
ら
は
逆
に
韓
国
側
の
竹
島
研
究
の
限
界
を
浮
き
彫
り
に

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
外
務
省
の
小
冊
子

｢
竹
島
問
題
を
理
解
す
る
た
め
の
一
〇

の
ポ
イ
ン
ト｣

に
対
し
て
も
、
東
北
ア
ジ
ア
歴
史
財
団
や
韓
国
海
洋

水
産
開
発
院
等
か
ら
反
論
が
な
さ
れ
、
島
根
大
学
名
誉
教
授
の
内
藤

正
中
氏
は
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
、『

竹
島
＝
独
島
問
題
入
門

日

本
外
務
省

｢

竹
島｣

批
判』

を
刊
行
し
て
、
外
務
省
批
判
を
展
開
し

て
い
る
。
だ
が
内
藤
正
中
氏
と
韓
国
側
の
反
論
は
き
わ
め
て
恣
意
的

な
も
の
で
、
か
え
っ
て
竹
島
が
韓
国
領
で
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す

る
皮
肉
な
結
果
と
な
り
、
墓
穴
を
掘
っ
て
し
ま
っ
た
。
外
務
省
の
小

冊
子
で
、
韓
国
側
が
竹
島
の
領
有
を
主
張
す
る
根
拠
と
す
る

『
新
増

東
国
文
献
備
考』

の
分
註

(｢

于
山
島
は
日
本
の
言
う
松
島

�現
在
の
竹
島
�

で
あ
る｣)

が
、
後
世
の
改
竄
で
あ
っ
た
事
実
を
指
摘
し
た
部
分
で
も
、

内
藤
氏
は

｢

こ
こ
で
だ
け
異
説
を
取
り
上
げ
た
外
務
省
の
意
図
が
わ

か
ら
な
い｣

と
、
議
論
を
忌
避
す
る
こ
と
に
懸
命
に
な
っ
て
い
る
か

ら
だ
。
韓
国
側
で
は
、
外
務
省
の
小
冊
子
を
論
破
で
き
ず
に
い
る
の

で
あ
る
。

そ
の
た
め
こ
の

『

新
増
東
国
文
献
備
考』

の
分
註
に
関
し
、
韓
国

側
に
も
改
竄
説
を
支
持
す
る
研
究
者
が
複
数
現
れ
て
い
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
内
藤
正
中
氏
は
依
然
と
し
て
そ
れ
を

｢

異
説｣

と
し
て
排

除
し
、
韓
国
側
で
は
内
藤
正
中
氏
の
説
を
奇
貨
と
捉
え
、
竹
島
は
韓

国
領
と
強
弁
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
に

は
、
韓
国
の
国
会
図
書
館

(

国
会)

が
英
語
版
の

『
T

h
e

D
o

k
d

o
/

T
a

k
e
s
h

im
a

C
o

n
tro

v
e
rs

y
』

を
刊
行
す
る
が
、
こ
れ
は
内
藤
正

中
氏
と

｢

下
條
正
男
批
判

(

�)｣

を
繰
り
返
す
朴
炳
渉
氏
の
共
著
と
な
る

『

竹
島
＝
独
島
論
争』

(

二
〇
〇
七
年
刊)

の
日
本
語
版
が
基
に
な
っ
て

い
る
。

だ
が
こ
の
種
の
韓
国
政
府
に
よ
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
は
、
氷
山
の
一

角
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は

｢

脆
弱
な
日
本
の
民
主
党
政
権
、
独
島
を

政
治
的
悪
用
の
可
能
性｣

と
題
し
た
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
四
日

付
の

『

週
刊
朝
鮮』

(

ネ
ッ
ト
版)

が
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
そ
こ

で
は
東
北
ア
ジ
ア
歴
史
財
団
の
鄭
在
貞
理
事
長
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

が
行
わ
れ
、
財
団
の
一
年
間
の
成
果
と
し
て
、
八
月
一
〇
日
の
菅
直

人
首
相
の
談
話
が
発
表
さ
れ
た
内
幕
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

る
と
東
北
ア
ジ
ア
歴
史
財
団
で
は
、
そ
れ
に
先
立
ち
日
韓
議
員
連
盟

の
渡
部
恒
三
会
長
等
を
ソ
ウ
ル
に
招
き
、
菅
談
話
に
朝
鮮
王
室
儀
軌

の
引
き
渡
し
を
明
記
す
る
仲
立
ち
と
し
て
、
松
下
政
経
塾
お
よ
び
松

下
政
経
塾
出
身
の
国
会
議
員
を
利
用
し
た
と
、
そ
の
裏
話
を
披
歴
し

て
い
る
。
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さ
ら
に
日
本
の
小
学
校
の
教
科
書
に
竹
島
問
題
が
記
載
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
と
、
東
北
ア
ジ
ア
歴
史
財
団
は
、
日
韓
両
国
の
市
民
団
体

の
連
帯
活
動
を
支
援
し
、
韓
国
内
六
〇
団
体
と
日
本
の
四
〇
余
り
の

Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
一
つ
に
ま
と
め
た
と
い
う
。
現
に
そ
れ
は
、
日
本
の

｢

子

ど
も
と
教
科
書
全
国
ネ
ッ
ト
21｣

と
協
力
し
、『

竹
島
／
独
島
問
題

の
平
和
的
な
解
決
を
め
ざ
し
て』

と
題
す
る
冊
子
の
刊
行

(

二
〇
一

〇
年
一
〇
月)

に
繋
が
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は

｢

日
本
政
府
の
一
方
的

見
解
を
押
し
つ
け
る
検
定
は
重
大
な
問
題
で
す｣

と
の
観
点
か
ら
、

日
本
政
府
は

｢

竹
島
問
題
を
利
用
し
て
感
情
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

を
煽
り
、
植
え
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
し
か
思
え
ま
せ
ん
。
こ
う

し
た
行
為
は
、
竹
島
／
独
島
問
題
の
解
決
を
遠
ざ
け
、
日
韓
関
係
を

い
た
ず
ら
に
緊
張
さ
せ
、
両
国
市
民
の
交
流
、
平
和
・
友
好
と
親
善

の
発
展
に
大
き
な
障
害
を
も
た
ら
し
、
ひ
い
て
は
、
東
ア
ジ
ア
の
平

和
な
共
同
体
へ
の
展
望
も
閉
ざ
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ

ん｣

と
、
述
べ
て
い
る
。
竹
島
は
日
本
の
固
有
の
領
土
で
あ
る
。
そ

れ
を
半
世
紀
以
上
も
不
法
占
拠
し
て
い
る
の
は
、
韓
国
で
あ
る
。
な

ぜ
こ
の
人
々
に
は
、
歴
史
の
事
実
が
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
種
の
団
体
や
韓
国
側
に
招
か
れ
、
竹
島
問
題
に
言
及
す
る
人

士

(

�)

の
多
く
は
、
竹
島
問
題
に
関
連
す
る
歴
史
研
究
を
行
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
竹
島
問
題
を
日
本
の
侵
略
と
い
う
歴
史
認
識
で
捉
え
、

日
本
批
判
を
し
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
島
根
県
竹
島
問
題
研
究
会
で
は
、
す
で
に
竹
島
の
領
有
権
主

張
の
韓
国
側
の
根
拠
を
論
破
し
て
お
り
、
韓
国
側
に
よ
っ
て
竹
島
が

不
法
占
拠
さ
れ
て
い
る
事
実
は
実
証
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
な
ぜ
韓

国
側
に
伝
わ
ら
ず
、
竹
島
問
題
の
解
決
に
結
び
つ
か
な
い
の
だ
ろ
う

か
。
こ
れ
は
国
家
主
権
が
侵
さ
れ
続
け
て
も
、
日
本
政
府
が
外
交
摩

擦
を
忌
避
し
て
来
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
領
土
問
題
は
、
本

来
、
国
家
の
専
管
事
項
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
島
根
県
と
し

て
は

｢

竹
島
の
日｣

条
例
を
制
定
し
、
国
民
世
論
の
喚
起
に
努
め
て

き
た
。
島
根
県
の
溝
口
善
兵
衛
知
事
も
二
〇
一
〇
年
五
月
、
上
京
し

て
滝
野
欣
弥
官
房
副
長
官
を
首
相
官
邸
に
訪
ね
、
竹
島
問
題
を
専
管

す
る
組
織
を
政
府
内
に
発
足
さ
せ
る
べ
く
要
請
し
て
い
る
。
そ
れ
は

北
方
領
土
問
題
に
関
し
て
は
、
内
閣
府
に
北
方
対
策
本
部
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。

だ
が
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
竹
島
問
題
の
よ
う

な
国
家
主
権
に
か
か
わ
る
領
土
問
題
を
一
地
方
自
治
体
が
中
央
政
府

に
陳
情
し
、
解
決
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
状
こ
そ
異
常
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
国
家
主
権
に
か
か
わ
る
問
題
も
、
陳
情
に

よ
っ
て
し
か
中
央
政
府
に
届
か
な
い
と
い
っ
た
政
治
シ
ス
テ
ム
は
、

政
府
中
枢
に
そ
の
意
志
が
な
け
れ
ば
領
土
問
題
は
解
決
し
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
そ
の
問
題
点
は
、『

月
刊
朝
鮮』

の
二
〇

〇
九
年
一
〇
月
号
に
寄
稿
し
た
、
鳩
山
総
理

(

当
時)

の
東
北
ア
ジ

ア
担
当
顧
問
と
称
す
る
尹
星
駿
氏
の

｢

鳩
山
の
登
場
は
韓
国
に
と
っ

て
幸
運｣

と
題
し
た
一
文
が
、
象
徴
的
に
物
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

竹島はなぜ奪われ続けるのか��



二
〇
〇
六
年
五
月
、
民
主
党
の
鳩
山
由
紀
夫
幹
事
長

(

当
時)

が
訪

韓
し
た
際
、
尹
星
駿
氏
が

｢

当
時
、
筆
者
は
鳩
山
幹
事
長
に
独
島
問

題
に
対
す
る
歴
史
的
な
事
実
関
係
を
理
解
し
て
も
ら
う
必
要
性
が
あ

る
と
判
断
し
、
独
島
問
題
に
精
通
し
た
保
坂
祐
二
世
宗
大
学
教
授
を

紹
介
し
た｣

こ
と
を
伝
え
る
も
の
で
、
そ
の
効
果
は
絶
大
で
あ
っ
た
。

そ
の
時
、
鳩
山
由
紀
夫
幹
事
長
は
、｢

忙
し
い
日
程
の
中
で
、
予

定
さ
れ
た
時
間
を
は
る
か
に
越
え
、
保
坂
教
授
の
独
島
に
関
連
す
る

説
明
を
一
時
間
半
、
傾
聴
し
た｣

と
し
て
お
り
、
保
坂
氏
に
は

｢

良

い
勉
強
を
し
ま
し
た｣

と
感
謝
し
た
と
い
う
。
こ
れ
が
二
〇
〇
六
年

五
月
、
民
主
党
の
鳩
山
由
紀
夫
幹
事
長

(

当
時)

と
韓
国
の
韓
明
淑

国
務
総
理
と
の
会
談
で
の
発
言
に
繋
が
り
、
そ
れ
は
今
も
韓
国
政
府

の
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
保
坂
祐
二
氏
は
、
島
根
大
学

名
誉
教
授
の
内
藤
正
中
氏
と
同
様
、
竹
島
は
韓
国
領
と
主
張
し
て
お

り
、
韓
国
側
で
は
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
。

そ
の
保
坂
祐
二
氏
が
、
二
〇
一
一
年
一
月
二
一
日
付
の
韓
国
の

『

中
央
日
報』

で
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
二
五
日
、｢

高
校
の
新
学
習

指
導
要
領
の
解
説
書
で
竹
島
問
題
が
具
体
的
に
記
述
さ
れ
な
か
っ
た

の
は
、
鳩
山
首
相
の
指
示｣

と
し
て
い
る
。
翌
年
四
月
、
竹
島
問
題

に
関
連
し
、
自
民
党
の
新
藤
義
孝
議
員
が
衆
議
院
外
務
委
員
会
で
岡

田
克
也
外
相

(

当
時)

に
質
問
し
た
際
、
岡
田
氏
が

｢

不
法
占
拠｣

と
し
な
か
っ
た
の
も
、｢

竹
島
の
日｣

の
二
〇
一
一
年
二
月
二
二
日
、

枝
野
幸
男
官
房
長
官
が
竹
島
問
題
に
つ
い
て
記
者
か
ら
質
問
さ
れ
、

｢

不
法
占
拠｣

の
使
用
は
、｢

わ
が
国
の
国
益
に
沿
っ
た
も
の
で
は
な

い｣

と
し
た
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
。

竹
島
問
題
に
関
し
て
は
、
複
数
の
国
会
議
員
が
質
問
主
意
書
を
提

出
し
て
い
る
が
、
そ
の
答
弁
書
に
は
決
ま
っ
て

｢

同
問
題
の
平
和
的

解
決
を
図
る
た
め
、
粘
り
強
い
外
交
努
力
を
行
っ
て
い
る｣

と
い
っ

た
文
言
で
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
民
主
党
政
権
に
、
粘
り

強
い
外
交
は
期
待
で
き
な
い
。

で
は
竹
島
は
、
日
本
の
固
有
領
土
で
は
な
い
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

政
府
見
解
は
勿
論
の
こ
と
、
島
根
県
の
竹
島
問
題
研
究
会
の
研
究
を

通
じ
て
も
、
竹
島
が
韓
国
領
で
あ
っ
た
歴
史
的
事
実
は
な
い
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
民
主
党
政
権
は
隣
国
の
主
張
に
は
耳
を
傾
け
て
も
、
自

国
の
歴
史
を
知
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
韓
国
側
は
逆
に

攻
勢
を
強
め
、
二
〇
一
一
年
三
月
、
韓
国
の
教
育
科
学
技
術
部
は
竹

島
問
題
に
対
す
る
教
育
指
導
書
を
作
成
し
、
小
中
高
校
で
竹
島
問
題

を
体
系
的
に
教
え
る
ま
で
に
な
っ
た
。

だ
が
問
題
は
、
韓
国
側
が
歴
史
的
地
理
的
に
韓
国
領
と
す
る
文
献

に
は
、
何
ら
根
拠
が
な
い
点
に
あ
る
。
教
育
科
学
技
術
部
傘
下
の
東

北
ア
ジ
ア
歴
史
財
団
は
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
二
日
、『

独
島
！

欝
陵
島
で
は
見
え
る』

を
刊
行
し
、
欝
陵
島
か
ら
は
竹
島
が

｢

見
え

る｣
の
で
、
竹
島
は
韓
国
領
だ
と
主
張
し
た
。

し
か
し
こ
れ
な
ど
は
文
献
が
読
め
て
い
な
い
だ
け
の
こ
と
で
、
竹

島
の
領
有
権
を
主
張
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
東
北
ア
ジ
ア
歴
史

｢海外事情｣ 平成23(2011)年 4月号 ��



財
団
が
問
題
と
し
た

｢

見
え
る｣

は
一
九
五
二
年
一
月
一
八
日
、
韓

国
政
府
が

｢

李
承
晩
ラ
イ
ン｣

を
宣
言
し
、
日
本
領
の
竹
島
を
そ
の

中
に
含
め
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
抗
議
し
た
日
本
政
府
に
対
し
、
韓

国
政
府
は

『
世
宗
実
録
地
理
志』

の

｢

見
え
る｣

を
根
拠
に
、
竹
島

は
韓
国
領
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
韓
国
政
府
は
、『

世
宗
実

録
地
理
志』

に
記
さ
れ
た

｢

于
山
・
武
陵
二
島
。
在
県
正
東
海
中
。

二
島
相
去
不
遠
。
風
日
清
明
則
可
望
見

(

于
山
・
武
陵
の
二
島
、
県
の
正

東
の
海
中
に
在
り
。
二
島
、
相
去
る
こ
と
遠
か
ら
ず
。
風
日
清
明
な
れ
ば
則
ち
望

み
見
る
べ
し)｣

の

｢

見
る
べ
し

(
見
え
る)｣

を
、
欝
陵
島
か
ら
見
た

于
山
島
の
記
述
と
解
釈
し
た
。
欝
陵
島
か
ら

｢

見
え
る｣

の
は
竹
島

だ
け
な
の
で
、『

世
宗
実
録
地
理
志』
に
記
さ
れ
た
于
山
島
は
竹
島

に
違
い
な
い
と
し
て
、
領
有
権
主
張
の
論
拠
と
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
五
〇
年
代
、
日
韓
が
竹
島
の
領
有
権
を
争
っ
た
際
の
争
点
は
、

｢

見
え
る｣

｢

見
え
な
い｣

で
は
な
く
、『

世
宗
実
録
地
理
志』

に
記

さ
れ
た
于
山
島
が
、
竹
島
で
あ
る
の
か
ど
う
か
に
あ
っ
た
。
そ
れ
を

東
北
ア
ジ
ア
歴
史
財
団
で
は
、
川
上
健
三
氏
自
身
、
欝
陵
島
の

｢
二

〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
上

(

�)｣

で
は
島
と
し
て
の
竹
島
が
確
認
で
き
る
、
と

明
言
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、｢

独
島
は
欝
陵
島
で
は
肉
眼
で

観
察
で
き
な
い｣

と
主
張
し
た
と
し
、
実
際
に
欝
陵
島
の
高
所
で
観

測
し
て

｢

見
え
る｣

の
で
、
竹
島
は
韓
国
領
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ

る
。
だ
が
一
九
五
〇
年
代
、｢

見
え
る｣

が
争
点
と
な
っ
た
の
は
、

『

世
宗
実
録
地
理
志』

に
記
載
さ
れ
た
于
山
島
が
、
係
争
中
の
竹
島

竹島はなぜ奪われ続けるのか��

平
成
二
三
年
度

『

海
外
事
情』

特
集
案
内

平
成
二
三
年
度

『

海
外
事
情』

特
集
の
対
象
地
域
お
よ
び
テ
ー

マ
は
、
次
の
通
り
で
す
。

＊
四
月
号

海
洋
安
全
保
障

五
月
号

中
南
米
情
勢

六
月
号

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

七
・
八
月
号

非
伝
統
的
安
全
保
障
問
題

九
月
号

地
域
経
済
協
力

一
〇
月
号

日
米
中
関
係

一
一
月
号

防
衛
産
業
政
策

一
二
月
号

朝
鮮
半
島
問
題
と
日
米
韓
協
力

一
月
号

日
米
同
盟

二
月
号

地
球
環
境
問
題

三
月
号

ア
フ
ガ
ン
後
の
中
東
情
勢

＊
印
は
既
刊
号
で
す
。
な
お
、
編
集
の
都
合
上
、
特
集
企
画

が
変
更
さ
れ
た
り
、
タ
イ
ト
ル
表
記
が
変
更
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
ご
了
解
く
だ
さ
い
。

拓
殖
大
学
海
外
事
情
研
究
所



か
ど
う
か
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
東
北
ア
ジ
ア
歴
史
財
団
で
は
、
欝
陵

島
で
は
竹
島
が

｢

見
え
る｣

か
ど
う
か
に
争
点
を
す
り
替
え
、｢

見

え
る｣
か
ら
竹
島
は
韓
国
領
で
あ
る
と
、
自
国
民
を
も
欺
く
妄
説
を

捏
造
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の

『

世
宗
実
録
地
理
志』

の

｢

見
え
る｣

に
由
来
す
る
論
争
の

問
題
点
は
、
す
で
に
拙
著

『

竹
島
は
日
韓
ど
ち
ら
の
も
の
か

(

�)』

で
明

ら
か
に
し
た
。『

世
宗
実
録
地
理
志』

の

｢

見
え
る｣

は
、
朝
鮮
半

島
か
ら
見
た
欝
陵
島
と
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

事
実
、『

世
宗
実
録
地
理
志』
に
記
さ
れ
た
于
山
島
は
、
一
六
九

六
年
の
安
龍
福
に
よ
る
密
航
事
件
以
後
、
朴
錫
昌
の

『

欝
陵
島
図
形』

(

一
七
一
一
年)

に
よ
っ
て
欝
陵
島
の
東
二
キ
ロ
ほ
ど
に
あ
る
竹
嶼

(｢

所
謂
于
山
島｣

と
表
記
さ
れ
る)

の
こ
と
と
さ
れ
、
于
山
島
の
名
も
学

術
的
評
価
の
高
い
地
誌
か
ら
は
消
え
て
い
る
。

そ
の
一
つ
、
英
祖
四
〇
年
代

(

一
七
六
〇
年
代)
に
編
纂
さ
れ
た

『

輿
地
図
書』

の
当
該
記
事
に
は
于
山
島
が
記
載
さ
れ
ず
、｢
欝
陵
島
。

一
羽
陵
。
島
在
府
東
南
海
中
。
三
峯
岌
�
�
空
、
南
峯
稍
卑
。
風
日

清
明
則
峯
頭
樹
木
山
根
沙
渚
歴
々
可
見

(

欝
陵
島
。
一
つ
に
羽
陵
と
言
い
。

欝
陵
島
は
府
の
東
南
の
海
中
に
在
る
。
三
つ
の
峯
は
岌
�
と
し
て
空
を
�[

さ
さ]

え
、
南
峯
が
や
や
低
い
。
よ
く
晴
れ
て
い
れ
ば
峯
頭
の
樹
木
や
山
根
の
沙
渚
が
歴
々

と
見
え
る)｣

と
、
欝
陵
島
に
関
す
る
記
述
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は

『

世
宗
実
録
地
理
志』

に
由
来
す
る

｢

見
え
る｣

を
、
朝
鮮

半
島
か
ら
欝
陵
島
が

｢

見
え
る｣

と
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
証

左
で
あ
る
。

こ
れ
を
よ
り
明
確
に
、
朝
鮮
半
島
か
ら
欝
陵
島
が

｢

見
え
る｣

と

し
た
の
は
、
金
正
浩
の

『

大
東
地
志』

(

一
八
六
四
年
成
立)

で
あ
る
。

『

大
東
地
志』

で
は
、『

世
宗
実
録
地
理
志』

で

｢

よ
く
晴
れ
た
日
に

は
見
え
る｣

と
記
述
さ
れ
て
い
た
部
分
は
、｢

自
本
県
天
晴
而
登
高

望
見
則
如
雲
気

(

本
県
よ
り
、
晴
れ
て
、
高
い
所
に
登
っ
て
望
み
見
る
と
、
ち
ょ

う
ど
雲
気
の
よ
う
で
あ
る)｣

と
記
述
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
本
県
と
は

欝
陵
島
を
管
轄
す
る
蔚
珍
県
を
指
し
、
そ
の
蔚
珍
県
の
高
所
か
ら
望

み
見
て
い
る
の
は
欝
陵
島
で
あ
る
。

韓
国
の
東
北
ア
ジ
ア
歴
史
財
団
で
は
、
文
献
批
判
を
怠
っ
た
だ
け

で
な
く
、
文
献
を
恣
意
的
に
解
釈
し
、
欝
陵
島
で
現
地
観
測
を
す
る

と
い
っ
た
前
代
未
聞
の
行
動
に
出
た
。
だ
が

『

世
宗
実
録
地
理
志』

に
記
さ
れ
た

｢

見
え
る｣

は
、
陸
地
か
ら
欝
陵
島
が

｢

見
え
る｣

と

解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
拙
著
で
も
明
ら
か
に
し
た
よ

う
に
、『

世
宗
実
録
地
理
志』

が
編
纂
さ
れ
た
際
は
規
式

(

調
査
編
集

基
準)

に
準
拠
し
て
編
修
さ
れ
、
島
嶼
の
場
合
は
所
轄
官
庁
か
ら
の

距
離
と
方
向
を
示
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
。『

世
宗
実
録
地

理
志』

の

｢

在
県
正
東
海
中｣

の
一
節
は
、
蔚
珍
県
の
正
東
の
海
中

に
欝
陵
島
が
在
る
と
し
て
方
向
を
示
し
、｢

風
日
清
明
則
可
望
見｣

は
所
管
す
る
蔚
珍
県
か
ら

｢

見
え
る｣

距
離
に
あ
る
、
と
解
釈
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
地
誌
か
ら
于
山
島
の
名
が
消

え
て
も
、｢
見
え
る｣

は
欝
陵
島
を
説
明
す
る
文
章
と
し
て
使
わ
れ

｢海外事情｣ 平成23(2011)年 4月号 ��



続
け
て
い
る
事
実
が
、
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。『

世
宗
実
録
地
理

志』
の

｢

見
え
る｣

を
朝
鮮
半
島
か
ら
見
た
欝
陵
島
と
解
釈
す
る
の

は
、
朝
鮮
史
研
究
の
基
本
で
あ
る
。

韓
国
側
で
は
一
九
五
四
年
以
来
、
歴
史
的
根
拠
が
な
い
ま
ま
竹
島

を
占
拠
し
て
い
る
た
め
、
あ
れ
こ
れ
文
献
を
恣
意
的
に
解
釈
し
て
は
、

日
本
の
侵
略
行
為
を
糾
弾
し
て
き
た
。
日
本
に
対
し
て
は
植
民
主
義

や
軍
国
主
義
の
復
活
と
騒
ぐ
が
、
無
人
島
の
竹
島
に
植
民
し
、
武
力

占
拠
を
続
け
て
い
る
の
は
韓
国
側
で
あ
る
。

竹
島
問
題
は
解
決
す
る

さ
て
以
上
述
べ
て
く
る
と
、
現
状
の
竹
島
問
題
は
決
し
て
解
決
不

能
な
状
態
に
な
い
こ
と
は
、
理
解
で
き
た
と
思
う
。
島
根
県
議
会
に

よ
る

｢

竹
島
の
日｣

条
例
制
定
を
機
に
島
根
県
竹
島
問
題
研
究
会
が

｢

最
終
報
告
書｣

を
ま
と
め
る
と
、
そ
れ
が
外
務
省
の

｢
竹
島
問
題

を
理
解
す
る
た
め
の
一
〇
の
ポ
イ
ン
ト｣

に
繋
が
り
、
文
部
科
学
省

が
中
学
校
社
会
科
の
学
習
指
導
要
領
解
説
書
に
竹
島
問
題
を
明
記
す

る
契
機
と
な
る
等
、
実
際
に
日
本
政
府
が
動
い
た
か
ら
だ
。
そ
の
過

程
で
、
日
本
の
外
交
姿
勢
や
政
治
家
の
資
質
も
明
ら
か
と
な
り
、
国

家
戦
略
が
確
立
し
て
い
な
い
日
本
の
現
実
も
明
確
と
な
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
韓
国
政
府
は
、
政
府
機
関
を
設
置
し
、
事
実
無
根

の
研
究
成
果
を
発
表
し
続
け
る
中
で
、
逆
に
自
ら
竹
島
を
不
法
占
拠

す
る
実
態
を
露
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
釣
ら
れ
、
尖
閣
諸

島
問
題
の
中
国
や
北
方
領
土
問
題

(

千
島
列
島
・
南
樺
太
を
含
む)

の
ロ

シ
ア
も
問
わ
ず
語
り
に
そ
の
侵
略
的
性
向
を
露
呈
し
た
。
日
本
で
は

国
際
法
的
視
点
が
強
い
が
、
韓
国
や
中
国
・
ロ
シ
ア
で
は
歴
史
認
識

が
大
半
で
あ
る
。
視
点
を
変
え
て
領
土
問
題
に
取
り
組
む
意
味
が
こ

こ
に
あ
る
。

竹
島
問
題
の
よ
う
な
領
土
問
題
は
、
国
家
が
研
究
機
関
を
設
置
し

て
、
自
ら
明
確
な
歴
史
理
解
を
し
、
外
交
摩
擦
を
恐
れ
ず
、
そ
の
正

当
性
を
主
張
す
れ
ば
、
決
し
て
解
決
不
能
な
問
題
で
な
い
こ
と
は
、

自
明
で
あ
る
。

(

し
も
じ
ょ
う
ま
さ
お
・
拓
殖
大
学
国
際
学
部
教
授)

●
注

(

1)

シ
ー
ボ
ル
ト

｢

日
本
全
図｣

(

一
八
四
〇
年)

で
は
、｢

竹
島
、{

ア
ル
ゴ
ノ
ー

ト
島(

東
経
一
二
九
度
五
〇
分
・
北
緯
三
七
度
五
二
分)｣

、｢

松
島

{

ダ
ジ
ュ
レ
ー
ト

島

{

東
経
一
三
〇
度
五
六
分
・
北
緯
三
七
度
二
五
分}｣

と
表
記
。
竹
島
は

{

東
経
一

三
一
度
五
六
分
・
北
緯
三
七
度
一
四
分}

に
位
置
。

(

2)

た
と
え
ば
一
八
五
一
年
の
仏
海
軍

｢

太
平
洋
全
図｣

海
図
番
号
一
二
六
四

(

地

図
三
九)

、
一
八
六
三
年
の
英
海
軍
海
図

｢

日
本
―
日
本
九
州
、
四
国
及
び
韓
国
一
部｣

。

(

3)

外
務
省
嘱
託
、
北
澤
正
誠
の

『

竹
島
考
証』

・『

竹
島
版
図
所
属
考』

(

一
八
八

一
年)

で

｢

松
島
は
古
代
韓
人
称
す
る
処
の
欝
陵
島｣

と
し
、
以
後
、
日
本
側
で
は
欝

陵
島
を
松
島
と
も
称
し
た
。

(

4)

崔
南
善

｢

欝
陵
島
と
独
島｣

、『

ソ
ウ
ル
新
聞』

一
九
五
三
年
八
月
一
〇
日
か
ら

九
月
七
日
ま
で
連
載

(

二
五
回)

。

(
5)
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
の
第
五
次
首
席
代
表
の
兪
鎮
午
は

『

韓
日
会
談
が
開
か

れ
る
ま
で』

(

上)

で
、｢

韓
国
の
全
財
産
の
八
〇
％
と
な
る
か
九
〇
％
と
な
る
か
帰
属

財
産
の
処
理
を
日
本
と
の
協
議｣

(『

思
想
界』

一
九
六
六
年
二
月
号)

、
九
四
ペ
ー
ジ
。

(

6)

吉
澤
清
次
郎
監
修

『

日
本
外
交
史』

二
八

(

鹿
島
平
和
研
究
所
編)

、
五
六
ペ
ー

竹島はなぜ奪われ続けるのか��



ジ
。

(
7)

韓
国
政
府
は
一
九
五
四
年
八
月
一
二
日
、｢

独
島
北
部
東
端
に
灯
台
設
置｣

を

駐
韓
外
国
公
館
に
通
告
。

(

8)
今
日
、
日
韓
の
教
科
書
問
題
、
慰
安
婦
問
題
、
日
本
海
呼
称
問
題
等
の
歴
史
問

題
は
、
い
ず
れ
も
同
じ
歴
史
認
識
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

(

9)

李
明
博
大
統
領
は
二
〇
〇
八
年
八
月
一
四
日
、｢

独
島
研
究
所｣

を
設
置
。

(

10)

二
〇
一
〇
年
五
月
五
日
、
中
国
の
八
路
軍
太
行
紀
念
館
の
サ
イ
ト
に
は
尖
閣
問

題
に
関
す
る
論
稿
が
多
数
掲
載
さ
れ
た
。

(

11)

拙
稿

｢

東
海
問
題
か
ら
見
た
日
韓
関
係｣

、『

現
代
コ
リ
ア』

二
〇
〇
三
年
三
月

号
。
拙
稿

｢

竹
島
・
東
海
・
そ
し
て
歴
史
認
識
問
題｣

、『

海
外
事
情』

二
〇
〇
三
年
六

月
号
。
拙
稿

｢

高
句
麗
史
論
争
と
間
島
問
題｣

、『

海
外
事
情』

二
〇
〇
四
年
一
二
月
号
。

拙
稿

｢

間
島
問
題
考｣

、『

海
外
事
情』
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
号
等
。

(

12)

二
〇
〇
七
年
、
ア
メ
リ
カ
下
院
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ラ
ン
ダ
議
会
等
で
は
慰
安
婦
非

難
決
議
が
な
さ
れ
た
。
韓
国

｢

京
郡
新
聞｣

(
電
子
版)

二
〇
一
一
年
三
月
三
日
付
に

よ
る
と
、
東
海
の
表
記
が
三
％
か
ら
三
〇
％
に
拡
大
し
た
と
し
て
い
る
。

(

13)

拙
稿

｢

竹
島
問
題
と
東
海
問
題｣

、『

月
刊
日
本』

二
〇
〇
二
年
一
一
月
号
。
拙

稿

｢

竹
島
・
東
海
・
そ
し
て
歴
史
認
識
問
題｣

、『

海
外
事
情』

二
〇
〇
三
年
六
月
号
。

(

14)

韓
国

｢

中
央
日
報｣

(

電
子
版)

二
〇
〇
六
年
四
月
二
四
日
付

｢

交
渉
の
背
景

に

『

文
喜
相
―
森
喜
朗』

ラ
イ
ン
あ
っ
た｣

に
よ
る
と
、｢
韓
国
側
は
日
韓
議
員
連
盟

会
長
の
森
元
首
相
と
交
渉
、
森
元
首
相
は
外
務
省
に
指
示
、
谷
内
外
務
省
事
務
次
官
を

ソ
ウ
ル
に
派
遣
し
、
事
態
の
収
拾
が
図
ら
れ
た｣

と
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
韓
国
側
は

排
他
的
経
済
水
域
の
基
点
を
欝
陵
島
か
ら
竹
島
に
移
し
た
。

(

15)

二
〇
〇
五
年
六
月
一
三
日
付
、
産
経
新
聞
の
報
道
に
よ
る
と
ロ
シ
ア
の
外
交
誌

『

メ
ジ
ド
ナ
ロ
ー
ド
ナ
ヤ
・
ジ
ー
ズ
ニ』

(

二
〇
〇
五
年
六
月
号)

。

(

16)

二
〇
〇
五
年
三
月
、
中
国
の
国
際
在
銭
の
サ
イ
ト
で
は
竹
島
問
題
、
歴
史
教
科

書
問
題
を
取
り
上
げ
、
靖
国
神
社
参
拝
問
題
、
尖
閣
諸
島
問
題
、
日
本
の
国
連
常
任
理

事
国
入
り
阻
止
等
を
掲
載
。

(

17)

�
天
頴

『

甲
午
戦
前
釣
魚
列
嶼
帰
属
考』

(

中
国)

、
一
九
九
四
年
八
月
。
著
者

不
明

｢

従

『

使
琉
球
録』

看
釣
魚
嶼｣

、『

台
湾
文
献
叢
刊
提
要』

(

台
湾)

、
民
国
六
〇

年
。
井
上
清

『

尖
閣
列
島』

、
現
代
評
論
社
、
昭
和
四
七
年
一
〇
月
刊
等
。

(

18)

拙
稿

｢

独
島
呼
称
考｣

、『

人
文
・
自
然
・
人
間
科
学
研
究』

二
〇
〇
八
年
三
月

第
一
九
号
で
、
東
北
ア
ジ
ア
の
平
和
の
た
め
の
正
し
い
歴
史
定
立
企
画
団
編

『

独
島
、

六
世
紀
以
来
韓
国
の
領
土』

、
二
〇
〇
五
年
六
月
刊
を
批
判
。

(

19)

二
〇
一
〇
年
五
月
九
日
、
訪
ロ
し
た
胡
錦
濤
国
家
主
席
、
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大

統
領
と
会
談
。
戦
略
的
協
力
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
確
認
し
、｢

大
祖
国
戦
争
戦
勝
六

五
周
年
記
念
式
典｣

に
参
席
。

(

20)

朴
炳
渉

｢

下
條
正
男
の
論
説
を
分
析
す
る｣

、『

独
島
研
究』

第
四
号
、
二
〇
〇

八
年
六
月
。
韓
国
海
洋
水
産
開
発
院
の

｢

二
〇
〇
八
年
・
独
島
研
究
セ
ン
タ
ー
企
画
研

究
課
題
申
請
要
項｣

に
よ
る
と
、
朴
炳
渉
氏
は
二
〇
〇
七
年
度
、｢

下
條
正
男
の
主
張

批
判｣

と
題
す
る
研
究
テ
ー
マ
で
韓
国
海
洋
水
産
開
発
院
か
ら
研
究
支
援
を
受
け
て
い

る
。
そ
れ
ら
が
二
〇
〇
九
年
一
一
月
、
韓
国
の
国
会
が
刊
行
し
た
英
語
版
の

『
T

h
e

D
o

k
d

o
/

T
a

k
e
s
h

im
a

C
o

n
tro

v
e
rs

y
』

に
繋
が
っ
て
い
る
。

(

21)

和
田
春
樹
東
京
大
学
名
誉
教
授
、
松
尾
尊
兌
京
都
大
学
名
誉
教
授
、
高
島
伸
欣

琉
球
大
学
名
誉
教
授
、
若
宮
啓
文
元
朝
日
新
聞
論
説
主
幹
等
。

(

22)

川
上
健
三

『

竹
島
の
歴
史
地
理
学
的
研
究』

、
古
今
書
院
、
二
八
一
ペ
ー
ジ
。

(

23)

拙
著

『

竹
島
は
日
韓
ど
ち
ら
の
も
の
か』

、
文
春
新
書
、
一
五
八
〜
一
六
六
ペ
ー

ジ
。

な
お
本
稿
は
、『

月
刊
リ
ベ
ラ
ル
タ
イ
ム』

二
〇
一
一
年
二
月
号
の
拙
稿

｢

韓
国

の

｢

竹
島
占
領｣

に
非
力
な
対
応
の
日
本
政
府｣

と
、
第
二
期
島
根
県
竹
島
問
題

研
究
会
の

｢

中
間
報
告
書｣

所
収
の
拙
稿

｢

中
間
報
告
に
あ
た
っ
て

新
た
な

局
面
を
迎
え
た
竹
島
問
題｣

を
大
幅
に
加
筆
、
訂
正
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

｢海外事情｣ 平成23(2011)年 4月号 ��
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